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駅 前 等 再 開 発 特 別 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２４年３月１６日（金）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　２時２７分　閉会　　　　　　　　　

１．場所

第二委員会室

１．出席委員
委 員 長 木村勝彦  副委員長 渡辺慎吾  委　　員 大澤千恵子
委　　員 藤浦雅彦  委　　員 上村高義  委　　員 弘　　豊

　　委   長 三好義治 

１．欠席委員
なし


１．説明のため出席した者
市　長　森山一正 副市長　小野吉孝
都市整備部長　小山和重 同部次長　吉田和生　　都市計画課長　新留清志　
同課参事　磯崎秀彦　　　　同課参事　三輪知広

１．出席した議会事務局職員
事務局局次長　藤井智哉　　　同局書記　田村信也

１．審査案件
議案第１号　平成２４年度摂津市一般会計予算所管分
議案第９号　平成２３年度摂津市一般会計補正予算（第４号）所管分
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（午前１０時　開会）

○木村勝彦委員長　おはようございます。

ただいまから駅前等再開発特別委員会を

開会します。

　理事者からあいさつを受けます。森山

市長。

○森山市長　おはようございます。

　先日来、代表質問、また各常任委員会

等と大変お疲れさまでございます。

　きょうは、そんな中、特別委員会を開

催いただきましてありがとうございます。

　過日の本会議で付託されました案件に

ついて、慎重審査の上、ご可決賜ります

よう、よろしくお願いいたします。

　一たん退席させていただきます。

○木村勝彦委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は渡辺委員

を指名いたします。

　審査の順序につきましては、議案第１

号所管分及び第９号所管分を一括で審査

を行うことに異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○木村勝彦委員長　異議なしと認め、そ

のように決定しました。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○木村勝彦委員長　再開いたします。

　議案第１号所管分及び議案第９号所管

分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　小山都市整備部長。

○小山都市整備部長　それでは、補足説

明をさせていただきます。

　議案第１号、平成２４年度摂津市一般

会計予算所管分のうち、都市整備部にお

ける、本委員会に委託されております内

容につきまして、目を追って、主なもの

について補足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、予算書の

１４６ページをお開き願います。

　款７、土木費、項４、都市計画費、目

２、街路事業費では、節８、報償費、節

９、旅費、及び節１１、需用費のうち、

阪急正雀駅前地区整備支援事業、阪急京

都線連続立体交差事業及び吹田操車場跡

地まちづくり事業にかかわる事務経費で

ございます。

　節１２、役務費は、吹田操車場跡地ま

ちづくりにかかわる都市計画道路、岸部

千里丘線の整備に伴います用地などの不

動産鑑定評価に係る手数料と阪急正雀駅

前地区整備支援事業の市民活動にかかわ

る保険料でございます。

　節１３、委託料のうち、物件補償算定

委託料及び道路測量設計委託料は、吹田

操車場跡地まちづくり事業に係る都市計

画道路岸部千里丘線の整備に伴います委

託料で、連続立体交差事業調査委託料は、

市民活動による懇談会の実施や市民意見

を取り入れた社会資本整備計画の作成な

ど、阪急京都線連続立体交差事業に係る

委託料でございます。

　節１７、公有財産購入費は、吹田操車

場跡地まちづくり事業に係る都市計画道

路岸部千里丘線の整備に伴います用地の

土地購入費でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金のう

ち、大阪府連続立体交差事業協会負担金

は、連続立体交差事業に係る負担金で、

吹田操車場跡地まちづくり検討委員会負

担金、吹田操車場跡地土地区画整理事業

負担金及び千里丘公園整備負担金は、吹

田操車場跡地まちづくり事業に係る負担

金でございます。

　このうち、吹田操車場跡地土地区画整

理事業負担金と千里丘公園整備負担金は、

独立行政法人都市再生機構に依頼した土

地区画整理事業及び千里丘公園整備事業
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に対する国庫補助などに伴います市の負

担金でございます。

　節２２、補償、補填及び賠償金は、吹

田操車場跡地まちづくり事業に係る都市

計画道路岸部千里丘線の整備に伴います

物件移転補償費でございます。

　１４８ページをお願いします。目５、

再開発事業では、節８、報償費、節９、

旅費、節１１、需用費は、千里丘西地区

市街地再開発支援事業に係る経費でござ

います。

　以上、予算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

　続きまして、議案第９号、平成２３年

度摂津市一般会計補正予算所管分のうち、

都市整備部における本委員会に付託され

ております内容につきまして、目を追っ

て主なものについて、補足説明をさせて

いただきます。

　まず、歳入でございますが、１８ペー

ジをお開き願います。

　款１４、国庫支出金、項２、国庫補助

金、目３、土木費国庫補助金、節１、都

市計画補助金のうち、社会資本整備総合

交付金は、南千里丘まちづくり事業の事

業の確定により増額いたすものでござい

ます。

　次に、歳出でございますが、６４ペー

ジをお開き願います。

　款７、土木費、項４、都市計画費、目

２、街路事業費では、節８、報償費、節

９、旅費、節１１、需用費は、阪急正雀

駅前地区整備支援事業及び阪急京都線連

続立体交差事業に係る経費の執行差金で

ございます。

　節１２、役務費は、吹田操車場跡地ま

ちづくり事業に係る都市計画道路岸部千

里丘線の整備に伴います用地などの不動

産鑑定評価に係る手数料で、用地交渉の

進展状況から、全額減額いたすものでご

ざいます。

　次に、６６ページをお開き願います。

　節１３、委託料のうち、物件補償算定

委託料で、吹田操車場跡地まちづくり事

業に係る都市計画道路岸部千里丘線の整

備に伴います用地交渉の進展状況から減

額いたすものでございます。

　連続立体交差事業調査委託料は、今年

度、連続立体交差事業における国及び大

阪府の動向により、全額を減額いたすも

のでございます。

　節１７、公有財産購入費は、吹田操車

場跡地まちづくり事業に係る都市計画道

路岸部千里丘線の整備に伴います土地購

入費で、用地交渉の進展状況から、全額

を減額いたすものでございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

吹田操車場跡地まちづくり事業の計画委

員会が今年度開催されなかったことによ

り、全額を減額いたすものでございます。

　節２２、補償、補填及び賠償金は、吹

田操車場跡地まちづくり事業に係る都市

計画道路岸部千里丘線の整備に伴います

移転補償費で、用地交渉の進展状況から、

全額を減額いたすものでございます。

　次に、目５、再開発事業では、節８、

報償費、節９、旅費、節１１、需用費は、

千里丘西地区市街地再開発支援事業に係

る経費執行差金でございます。

　次に、目６、南千里丘まちづくり事業

では、節８、報償費、節９、旅費、節１

１、需用費、節１３、委託料及び節１５、

工事請負費は、南千里丘まちづくり事業

に係る経費の執行差金でございます。

　次に、目７、土地区画整理事業費では、

節９、旅費、節１１、需用費、節１３、

委託料は、南千里丘土地区画整理事業に

係る経費の執行差金でございます。

　次に５ページをお開き願います。

　継続費の補正についてご説明いたしま
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す。第２表の３段目、款７、土木費、項

４、都市計画費、事業名、南千里丘まち

づくり事業では、南千里丘まちづくり事

業に係る工事請負費が減額補正となりま

したことから、平成２３年度年割額を全

額減額するとともに、総額を減額補正す

るものでございます。

　第２表の下から２段目、事業名、南千

里丘土地区画整理事業では、南千里丘土

地区画整理事業に係る経費の執行差金に

より減額補正となりましたことから、平

成２３年度年割額を減額するとともに、

総額を減額補正するものでございます。

　以上、補正予算の内容の補足説明とさ

せていただきます。

○木村勝彦委員長　説明が終わり、質疑

に入ります。

　弘委員。

○弘豊委員　それでは私のほうから数点

ご質問させていただきたいというふうに

思います。

　先に補正予算の第９号のところで、歳

入なんですが、ここで出ている１８ペー

ジの社会資本整備総合交付金なんですが、

予算では１００万円の計上で、今回１５

５万１，０００円と補正で増額になって

いるんですが、この交付金の算定の仕方

を教えていただけたらと思います。それ

と、５ページのところで、継続費の補正

ということで、平成２３年度に使われた

事業費のところは、南千里丘まちづくり

事業、南千里丘土地区画整理事業、どち

らも減額という形と思うんですが、そう

いった中で、この交付金は増額というこ

との説明をお願いしたいと思います。

　次に、議案第１号ですが、こちらは予

算概要でページを拾いましたので、順に

お聞きしたいと思います。

　まず、９０ページ、阪急正雀駅前地区

整備支援事業にかかわってです。この事

業ですが、阪急正雀駅前地区のまちづく

りワークショップの活動にかかわる予算

というふうに認識しております。それで、

地元主体のまちづくり活動への支援とい

うようなことで立ち上げられて６年がた

ちます。平成２４年度はどういう方向で

動いていくのか、見通しをお聞かせいた

だきたいと思っております。

　また、補正予算では、ほぼ半分が未執

行ということで減額になっていますけれ

ども、平成２３年度の動きについても、

改めてお聞きしておきたいと思います。

　続いて、吹田操車場跡地まちづくり事

業にかかわる部分ですが、土地購入費と

物件移転補償費についてです。平成２２

年度に計上されていた物件移転補償費３，

５００万円が未執行になって、平成２３

年度には、それぞれ物件移転補償費が１，

５００万円、それから土地購入費２，０

００万円というように振り分けられたと

いうことで、昨年の予算審査の委員会の

ときにお聞きしたと思います。

　今回、補正予算では未執行で、同額が

当初予算に載ってきているわけですけれ

ども、ご説明で都市計画道路岸部千里丘

線の、千里丘２丁目の部分だと思います

けれども、ここの用地交渉の進展状況で

現状になっているということです。

　この用地交渉の部分、土地の取得にか

かわって問題が生じているのかどうか。

予算で、平成２２年度、平成２３年度、

ずっと組まれていたけれども、今に至っ

ている、その経緯をお聞かせいただきた

いと思います。

　あと、関連して道路測量設計委託料な

んですが、これは昨年、予算の段階では

出てなかったと思うんです。途中で補正

予算が出されたのかと認識しているんで

すが、この道路測量設計委託料について、

その中身を教えていただけたらと思いま
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す。

　あと、阪急京都線連続立体交差事業に

かかわる部分です。今回、ワークショッ

プを開いて市民意見を聞いていくという

ことで、主要事業のほうにも書かれてい

ました。このワークショップ、平成２４

年度に行っていくということだと思うん

ですけれども、その中身をどういうよう

な形で考えられているのでしょうか。ま

た、目的について、この事業の意義や位

置づけをどういうふうに考えられている

のかというようなことで、集まっていた

だいた市民の皆さんと一緒にどういう議

論をしようとしているのかというような

点でお答えいただけたらと思います。

　それから、調査委託料が６００万円計

上されております。平成２３年度は５０

０万円で組まれていたかと思うんですけ

れども、これが執行されずに平成２４年

度で６００万円というようなことになっ

ていますが、この中身について、使われ

方をお聞きしたいと思います。

　最後に、予算概要９２ページになりま

すが、千里丘西地区市街地再開発支援事

業にかかわって、新年度の動きにつきま

しては、予算上では、特に前年同様で動

きがないわけなんですけれども、ご承知

のように吹田市域のマンション建設など

は引き続き増え続けています。そういっ

た中、乗降客数の推移や、また交通の状

況把握などもされていると思うんですけ

れども、当面やれることについて、どう

いうふうに考えておられるのか。これま

での答弁や、また代表質問等でも触れら

れていて、重複する部分があるかもしれ

ませんけれども、お答えいただけたらと

思います。

○木村勝彦委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　それでは、弘委員

の質問項目１点目の社会資本整備総合交

付金の算定の仕方です。交付金が当初、

１００万円が１５５万１，０００円になっ

て、増額になっておるということですが、

これにつきましては、この交付限度額と

いうのがございまして、交付限度額が事

業費の４０％までいただけるということ

になっております。その枠の中で、国費

の内示額の確定によりまして、１５５万

１，０００円が補正で増額されたという

ことでございます。

　それから、阪急正雀駅前地区整備支援

事業ということでございますが、阪急正

雀駅前につきましては、大規模な再開発

事業、ハード面の整備が難しい現状にあ

り、地域の市民がまちづくりについて話

し合う場として、平成１８年度から阪急

正雀駅前のまちづくりワークショップを

開催しておるところでございます。

　平成２３年度としましては、地元活動

の支援を目的に、ワークショップを開催

してきたということで、例えば、ちびっ

子広場の遊具の色塗りや防火水槽の壁に

絵を描いて、地元ワークショップ活動を

ＰＲしてきております。

　平成２４年度の取り組みでございます

が、平成２４年度につきましては、前年

度に作成しました「ました探訪マップ」

を活用しまして、ました探訪ウオーキン

グを開催予定でございます。このウオー

キングにつきましては、今月の２５日に

開催予定をしておるところでございます。

　それから、補正の減額ということでご

ざいますが、旅費につきましては、執行

がなかったので減額の補正をさせていた

だいております。消耗品につきましては、

支出額を精査した結果、減額補正をさせ

ていただいております。それから、印刷

製本費につきましても、関係資料を市内

部で印刷したため、支出が少なくなった

ものでございます。
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　千里丘西地区の支援事業でございます

が、新年度の動きといいますか、吹田市

のほうでもマンション建設が進んでおる

というようなこともあるということで、

当面の安全対策ということでございます

が、先般の本会議でもご質問が一部出て

おりましたが、現在、庁内でも関係課と

安全対策について、今、物理的にできる

範囲で検討を行っております。その中で

方向性を見出していきたいと考えており

ます。

○木村勝彦委員長　磯崎参事。

○磯崎都市計画課参事　それでは、弘委

員のご質問の３点目と４点目、吹田操車

場跡地に係りますご質問にご答弁させて

いただきます。

　まず一つ目の土地購入費２，０００万

円と物件移転補償費についてです。１，

５００万円につきましては、本年度、減

額させていただきまして、来年度、新規

予算を求めさせていただいております。

こちらにつきましては、都市計画道路、

岸部千里丘線と、府道正雀停車場線、千

里丘ガードとの交差部分、千里丘２丁目

の交差点部分になります用地を買収させ

ていただきます。こちらにつきましては、

交差点の形状につきまして、警察摂津署、

府警本部等、協議を進めておりまして、

当初、計画しておりました部分よりも、

もう少し計画の見直しということを指導

されたりしておりましたので、少し時間

がかかっておりました。

　現在、この道路計画等、警察のほうで

一定、了解をいただきましたので、権利

者の方々に道路の計画の説明に入ってお

るような状況でございまして、まだ、具

体的に用地の買収の交渉に入る前の段階

の、計画の説明という状況でございます。

　特にまだ、現段階で大きな問題が生じ

ているということではございませんけれ

ども、今年度中の予算執行が難しいとい

うことでございますので来年度に予算を

計上させていただきたいと思っておりま

す。

　２つ目の、道路測量設計委託料でござ

いますが、こちらにつきましては、補正

で計上しておるということでございませ

んでして、平成２４年度に新規で予算を

載せています。

　こちらの内容につきましては、区画整

理区域外の、クリーンセンターの横の部

分になるんですけれども、区画整理の区

画街路１２号線、これと山田川の右岸の

道路、千里丘４４号線、これを処理場と

クリーンセンターの中を結ぶ道路につき

まして、区画整理区域外でありますこと

から、摂津市で道路の整備、設計等、進

めていく必要があると考えております。

　こちらにつきまして、道路の測量及び

設計の委託料を計上してございます。

○木村勝彦委員長　三輪都市計画課参事。

○三輪都市計画課参事　それでは、弘委

員のご質問の、阪急京都線連続立体交差

事業についてのご質問に対してお答えを

いたします。

　まず初めに、ワークショップの目的及

び内容についてのご質問にお答えいたし

ます。

　目的につきましては、阪急京都線連続

立体交差事業に伴います周辺まちづくり

について、まちづくり計画、これと住民

との合意形成を求められることから、ワー

クショップ形式のまちづくり懇談会を開

催することを目的としておりまして、平

成２４年度の内容といたしましては、ま

ず、平成２２年度に完成しました国費調

査の報告及びアンケート調査の報告を、

まずは自治会の役員を対象に事業のご説

明をさせていただきまして、今後の進め

方につきまして、ご相談させていただき
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ながら、ワークショップのあり方、進め

方を今後、検討していくという予定となっ

ております。

　続きまして、平成２３年度の委託料で

５００万円を減額、そして、平成２４年

度で６００万円の予算を計上している中

身について、ご説明させていただきます。

　委託の内容につきましては、平成２３

年度より新たにスタートいたしました、

大阪府の事業評価委員会の周辺まちづく

りに関しましての資料取りまとめの費用

及び平成２５年度から事業準備に伴いま

すパンフレットを、以前のデータで作成

します。その事業化の見込みが立ちまし

たら、パンフレットの印刷のほうを今回、

新たに見込んでおります。

　そして、あとはワークショップ等に係

ります費用取りまとめの費用となってお

ります。

○木村勝彦委員長　吉田次長。

○吉田都市整備部次長　それでは補足を

させていただきたいと思います。

　社会資本整備総合交付金の件でござい

ますけれども、これは単独で委託料とい

うことで、平成２３年度におきまして、

調査の分で、設計等の委託料という形で

上げさせていただきました。これは国へ

報告するための事業評価調査というもの

でございまして、これは単年度で、継続

費とのかかわりはございません。

　この分につきましては、補正予算の予

算書の６７ページの南千里丘まちづくり

事業の節１３、委託料で、まちづくり整

備調査委託料ということで、単年度で計

上させていただきまして、その執行差金

及び先ほどご質問いただいております歳

入の社会資本整備総合交付金の、これが

国のほうで定められました補助金が交付

金として入ってまいったということで、

増という形での補正をさせていただいて

いるという状況でございます。

○木村勝彦委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　先ほどの阪急正雀

駅前地区整備支援事業の分で、平成２４

年度の見通しを言っておりませんでした。

　平成２４年度の見通しにつきましては、

引き続き、地域住民によります、まちの

活性化を目指して、今後もワークショッ

プが予定されておるところでございます。

○木村勝彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　それでは、２回目の質問を

させていただきます。

　先ほど、議案第９号の社会資本整備総

合交付金にかかわってですけれども、補

正予算の予算書６７ページの委託料の部

分です。

　交付限度にかかわって、事業費の４０

％が交付金として算定されるんだという

ことでしたけれども、事業費が当初より

増えているのであれば、その４０％も増

えるというふうに納得できるんですけれ

ども、事業費のほうが増えているわけで

はないです。そんな中で増額するという、

そのあたりのところが理解できないとい

うことでご質問させていただいたわけな

んですけれども、今の答弁でもわかりま

せんので、もう一度お答えいただけたら

と思います。

　続いていきたいと思います。阪急正雀

駅前地区整備支援事業なんですけれども、

以前にも私、このワークショップについ

ては、毎月、会を開かれて、阪急正雀駅

前のまちづくりについて、地元の方たち

が思いを出し合って続けていくというふ

うな、進めていくというようなことでや

られているというふうに認識しているわ

けなんですけれども、これまで「ました

探訪マップ」でありますとか、その前で

ありましたら、「正雀駅前地区安全マッ

プ」というようなものを作成されて、ま
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た防火水槽の壁面にペイントをするとい

うようなことも、今年度やられたという

ふうにも認識しているんですけれども、

もともとの、このワークショップの活動

の中で、地元主体のまちづくりというこ

とで、皆さんが集まって進めておられる

中で、手ごたえをもっているような、そ

ういうものになっているのかなというこ

とが、以前から、気になっていたんです。

　それで、関連して、市政運営の基本方

針で、正雀南千里丘線外２路線というこ

とで、阪急正雀駅前地区におけるさまざ

まな環境変化を見据えて歩道整備を検討

するというようなことで、阪急正雀駅前、

ここに道路改良事業が、主要事業でも上

がってます。予算概要では８６ページで、

１，０００万円、これは所管外になりま

すけれども、そういう事業がある中で、

阪急正雀駅前地区のワークショップの方

たちが議論されてきた安全な駅前である

とか、そういうことが、この事業に活か

されるようになっているのか、そういっ

たところで連携がとれてやれているのか。

そのことについて、２回目でお聞きした

いというふうに思います。

　次に、千里丘西地区の関係になります

が、本会議の答弁を聞いている中で、一

つ気になったことがありまして、駅前の

寄り付きですが、車の乗り降りとかが、

階段をおりた正面のところでラッシュ時

でも繰り返しやられるわけです。それを

通り抜けて、千里丘ガード上のところに

そういうスペースをつくることについて

答弁の中で言われていたと思うんですが、

それは実際に可能なのでしょうか。

　千里丘ガードの上の部分も、現状でも

駐停車している車が多いと思いますし、

また歩道部分も自転車の通行など、通行

が錯綜しているような感じだと思ってい

まして、そういったことで、本当にそう

いうことをできるのでしょうか。

　実現可能なといいますか、やれる、そ

ういう安全対策について検討ができてい

るのかと気になっています。千里丘ガー

ドの上の部分です。本会議答弁でも触れ

ていましたけれども、実際どうなのか、

お答えいただけたらと思います。

　次に、吹田操車場跡地のまちづくりに

かかわってです。物件移転補償費にかか

わっては、現在、進行中で、年度を越し

てやられるということです。特に、現状

で問題が生じて遅れているというような

ことではないというようなことをお聞き

しました。その分は結構です。引き続き、

取り組んでいただけたらというふうに思

います。

　道路測量設計委託料のところは、これ

は物件移転補償とは全く関係ないという

ことですね。

　山田川の右岸の道路の進入路等を新た

に整備していくということですから、そ

うしましたら、そこの道路を大体どれぐ

らいの目途で整備されるのか、また、近

隣の住宅への説明とか、そういうような

ことを、どの時期にやられるのか、その

点をお聞かせください。

　最後に、阪急京都線連続立体交差事業

にかかわってです。ワークショップの目

的や位置づけということで質問させてい

ただいて、当面は自治会役員に、この間

の経過報告をしながら、ワークショップ

を立ち上げていきたいんだというような

ことで、その後、方向性を話し合ってい

くということなんですけれども、現状で、

市として、具体的に話し合いをしていく

ようなものがないというふうにとってよ

ろしいのでしょうか。

　南千里丘のまちづくりワークショップ

の際には、近隣だけでなしに全市的に投

げかけて、集まっていただいて、ただ、
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集まっていただいた方の中では、近所の

人たち中心の話し合いになってしまって、

なかなか自分の思いとは違うというよう

なことで、その後の参加につながらない

ということもあったと思うんです。

　今回、阪急京都線連続立体交差事業と

いうことで、まちづくりをみんなで話し

合うといったときに、イメージを持ちに

くいです。どこまで提案して、どういう

議論にかかわっていけるのかということ

があると思うんです。そうした意味では、

きちんと市のほうで、この事業がどうい

う意味を持っているのかを含めて、案を

持ってやっていかないといけないんでは

ないかというふうに思います。

　それから、そもそもこの事業の意義を

どういうふうに伝えていくのかというこ

とも気になっていまして、自動車や歩行

者の安全な通行とか、渋滞の解消などを

考えたら、必要だというのは、多くの方

が認識として持っていると思うんです。

　ただ、この間の議論の中で、社会資本

整備総合交付金の事業に乗せるためにと

いうことで、ある意味、そういうために

新駅をつくったんではないのかというこ

とでありますとか、そのことで踏切の遮

断時間が長くなって、事業認可が早まる

ような、そういう話もこの委員会の中で

もあったかというふうに思うんです。

　また、住民合意がつくられているとい

うことを報告するために、ワークショッ

プを開くということで、これは本末転倒

なんではないかというふうにも思ってい

ます。それで本当に市民の納得や合意が

得られるのかどうかというあたり、その

辺について、お聞かせいただきたいと思

います。

○木村勝彦委員長　小山部長。

○小山都市整備部長　それでは、弘委員

の補正予算の交付金の質問につきまして

答弁させていただきます。

　平成２３年度の補正予算では、南千里

丘まちづくり事業費がほとんど減額され

ているのに、交付金がなぜ増額になるの

かということにつきましてご答弁させて

いただきます。

　この交付金につきましては、見込んで

おりますのは、先ほど言いました６７ペー

ジの委託料に関しまして、交付金を見込

んでいたというところでございます。そ

れ以外のものにつきましては、交付金を

予定しておりませんでしたので、市の財

源で事業を執行する予定でございました。

　委託料につきましては、事業評価の委

託調査を実行しておりまして、当初、国

のほうへ、交付金申請をしたときには、

１００万円の枠の予算で配当するという

ことであったので、１００万円を計上さ

せていただいておりました。委託料につ

いては、変更いたしておりませんが、そ

の後、国のほうから、余分に配当すると

いうことであって増額をしたということ

になっております。

　ですから、それ以外の事業につきまし

ては、交付金を見込んでなかったもので

すから、減額になっても交付金が減額と

いうことにはならない。委託料について

は若干、落札差金はありますが、減額は

いたしておりませんので、補助金が余分

に配当されたという状況でございます。

○木村勝彦委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　２番目の阪急正雀

駅前地区整備支援事業の質問でございま

すが、地元主体のまちづくりという目的

で予算取りをして、これに対して手ごた

えがあるのかということです。また、道

路交通課のほうでは、正雀南千里丘線の

歩道整備を計画しており、このワークショッ

プがこの事業に今後、活かされるのかと

いうことですが、平成２１年度に阪急正
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雀駅前地区のワークショップにおきまし

て、「正雀駅前地区安全マップ」ををつ

くられております。これにつきましては、

阪急正雀駅前地区の現状をあらわしたも

のでありまして、高齢者とか子供たちに

注意喚起する目的でこういうワークショッ

プの中でつくられたものになります。

　また、交差点部のカーブミラーなどの

整備につきましては、道路課のほうへ申

し入れ、予算をとっていただいて整備さ

れているところだと思います。

　ただ、こういうワークショップで安全

マップをつくられておりますので、当然、

これらを活用して、今後そういう道路整

備に生かしていけるように、我々も連携

していきたいというふうに思っておりま

す。

　それから、千里丘ガード上部で車が駐

車している状況があり、ここらについて

も安全対策をどう考えているのかという

ことですが、我々としましても、千里丘

駅西口の駅前で何とか安全対策を考えて

おるわけですが、何分、物理的に非常に

狭いという状況もございます。そういう

ことから、今の千里丘ガードの側道部等

も利活用するような考えで、これについ

てはまた、大阪府との協議も必要になっ

てきますので、その辺も検討してまいり

たいと考えております。

○木村勝彦委員長　吉田次長。

○吉田都市整備部次長　それでは、連立

事業に係ります地区住民とのワークショッ

プの開催についての意義を含めまして、

ご答弁申し上げたいと思います。

　まず、１点目の沿線地域の市民参加で

はなく全市的な参加であるべきではない

かというご意見をいただいたと思います

けれども、やはり今現在、周辺の沿線で

すね、基本的には自治会長スタートさせ

ていただきたい、役員のほうから。そこ

から広げていきたいなというふうな、我々

は考えを持っております。

　ただ、沿線でまちづくりをどのような

感じで連立によって影響を受け、また、

どういうことが地域に望まれているかと

いうことを、具体に掘り起こすべきだろ

うなというふうに我々思っています。そ

ういうものを一つの阪急連続立体交差事

業に絡めて、まちづくりと一体的な連立

はどのような形が一番望ましいのか。そ

れ以上に地域の方々かどういう課題をお

持ちなのか。こういうこともお聞きしな

がらやらないと、南千里丘まちづくりと

一緒に我々思ってないです。

　それよりも全体で全市的な論議をしま

すと、地域の課題とか問題点がなかなか

表面化しないであろう。それより先に地

域の課題を連携した形、連続立体交差と

連携した形で一度、整理したいと。その

上で、今度、広い意味での市民参加型の

ワークショップも、段階を追ってやって

いかなければならないなと思っています

ので、第一段階としては地域の課題整理、

それをどのような形で対応するかという

ようなことも踏まえて進めていきたいと。

　もう１点、意義でございますけれども、

当然、地域の課題も踏まえて、当然、先

ほどもご質問いただいてますけども、や

はり踏切による渋滞とか、防災上の問題

とか、地域の狭小な道路の問題とか、い

ろんな課題がありますけども、やはり、

先に案というのをつくって出してしまい

ますと、それがありきという形でのご指

摘も受ける、今までの経緯がございまし

たので、ある程度のたたき台というか、

素案程度の案は提示しますけれども、そ

れ以上の案としてお示しすることは、ワー

クショップになじまないであろうなとい

うふうに思っておりますので、そのあた

りの出し方というか整理の仕方も、今後、
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ご指摘のとおり、課題であろうというふ

うに思っております。

　もう１点、国向けだけにワークショッ

プを開くということは一切ございません。

これは、国費をもらうにしても、ワーク

ショップを開いたかどうかという条件に

はなっておりません。ただ、そういう形

で反映したという位置づけというのは、

非常に重要でございますので、そのあた

りを踏まえて、ワークショップを開催し

ていきたいと考えています。

　また、そのスタートラインが、先ほど

ご答弁申し上げましたように、自治会を

軸とした形で第一段階へ進みたいなとい

うふうに思っております。

○木村勝彦委員長　磯崎参事。

○磯崎都市計画課参事　それでは、吹田

操車場跡地まちづくりの道路測量設計委

託の整備の目途と周辺住民の説明につい

て、どう考えているのかということにつ

いて、ご答弁させていただきます。

　まず、こちらの道路測量設計を行う場

所につきましては、先ほどもご説明しま

したように、吹田市の正雀下水処理場、

摂津市のクリーンセンターの用地を通る

ということでございますので、まず、吹

田市の正雀下水処理場の機能停止、施設

の撤去、あと、クリーンセンター問題の

解決、これがまず前提の条件だと考えて

おります。道路計画を周辺住民に説明す

るということが必要だということは十分

認識しておりますが、クリーンセンター

の取り扱い、これが決まらないと、道路

はどうするんだという具体的な説明もな

かなか難しいかなと思っておりますので、

クリーンセンター問題、こちらの解決、

取り扱いが決まりました後に、周辺住民

の説明をさせていただきたいなと思って

おります。

○木村勝彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　そうしましたら、また順を

追ってお聞きしたいんですけれども、ま

ず最初の南千里丘の社会資本整備総合交

付金については、先ほどの説明で理解し

ました。当初、見込んでいた委託料の部

分以外に交付金の算定になる事業の振り

分け等々であったということです。理解

しました。

　次に、阪急正雀駅前地区整備支援事業

にかかわってなんですけれども、「正雀

駅前地区安全マップ」を保存版というこ

とで平成２２年３月につくられたものを

見させてもらいましたけれども、やっぱ

り一番危険と書いているのが、駅のタク

シー乗り場の前です。一番、玄関口にな

るところが危険というようなことで、こ

のラインが今度、歩道の整備にかかわっ

て予算が組まれるというようなことです

ので、地元の方たちにも、こういう事業、

平成２４年度に組まれるようになりまし

たよというようなことを、きちんとお伝

えもしていただいて、今回は南北の部分

の道に歩道がつけられということで、具

体的にそういう事業をやるんだというよ

うなことになるわけですから、声を聞い

ていくということも、必要と思っており

ます。

　それから、合わせて阪急正雀駅下のガー

ドなんですけれども、ここもやはり、自

転車、車の接触などもあります。自転車、

自転車同士の接触も、よく見かけます。

私自身、阪急正雀駅を出るときに、猛ス

ピードで自転車がおりてくる、そういう

方にぶつかられたということもあります

し、そこのところは、やっぱり何かしら

の改良が要るというふうに思うんです。

　お話を聞きましたら阪急正雀駅前地区

のワークショップの中でも、そこのとこ

ろは意見が出ているそうで、例えば、駅

前の消防団倉庫の壁面にペンキを塗って
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明るくしましたけれども、駅の下のガー

ドも明るくしてほしいということで、色

を塗ったら明るくなる部分もありますし、

また電灯が必要な場合もあるかと思うん

です。住民たちが主体のまちづくりとい

うようなことで開いている会合の中身が、

具体的なまちづくりのところに生かされ

ていくということにつなげていく、そう

いう事業にしていっていただきたいとい

うふうに思っておりますので、このこと

は強く要望としておきたいと思います。

　それから、千里丘西地区の関係で千里

丘ガードの上の問題です。今、大阪府と

の協議も必要というふうな話が出ました。

実際、ここの協議をしていくときに窓口

になるのは、担当の部署があるというふ

うに思うんですけれども、実際そういっ

たところ、連携をとってきちんと進めて

いただきたい。物理的にできる範囲でと

いうようなことで、何度もそういうふう

にお話を聞いていると思うんですけれど

も、た１年、２年たっても進んでないと

いうふうに思っておりますので、やはり

前進できるような、そういう形での庁内

連携をきちんととっていただけるように

と要望しておきたいと思います。

　あと、吹田操車場跡地まちづくりにか

かわって、先ほどの道路計画、クリーン

センター問題の、一定の目途が立ってか

らの後の段階だというふうなことなわけ

ですけれども、今年度中にそこは目途を

つけるというようなことを、何度も本会

議等々での言われているわけであります

が、実際、今回、道路測量設計委託料と

いうようなことで、今年度施行しようと

いうようなことで上げてきているわけで

ありますから、そのあたりは、この測量

設計そのものもクリーンセンター問題の

目途が立ってからというようなことにな

るんですかね。そのあたりを教えてくだ

さい。

　きちんと目途が立たなかったら、また

来年とかいうような形で、予算は上げて

いるけれども、その年度内に執行せずに

次年度にまわすというようなことが多い

のかというようなことも気になりますの

で、そうした計画についてはさまざまな

条件がある中で仕方がない部分もあるの

かなというふうに思いますけれども、見

通しどおり、予定どおりに進みますよう

にということで要望としておきます。

　最後、阪急京都線連続立体交差事業に

かかわる部分なんですが、今の答弁のおっ

しゃることもすごくわかります。わかり

ますけれども、この連続立体交差事業に

ついて、そうしますと、市民の納得や合

意というようなことが形成されることは

すごく大事だと思うんです。

　費用も大きいですいし、１０年、１５

年かけて、これまでのことも含めたら、

もっと長い期間、議論をしているわけだ

と思うんです。そうした中でやっていく

わけで、その中身の議論、それが庁内だ

けではなしに、市民の皆さんとやってい

くというようなことですから、その辺、

これまでの議論の到達等、また今後、事

業が開始するのにも最短で平成２０年代

後半ということでスケジュールがあった

かと思うんですが、そういう中で、今後

のいろんな社会状況の変化みたいなこと

も一定、予測していくことも大事かなと

いうようなことをこの間、これも議論が

あったかというふうに思うんです。

　人口が減っていく、そういう中にあっ

て、車の台数なんかの点でも、交通量な

んかも減少の傾向にあるんじゃないかと

いう点です。また、電車の利用について

も、ある意味、そういうものが出てくる

かと思うんです。この間、ダイヤの改定

で踏切の遮断時間が見込んでいたよりも
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少なくなったというような報告もありま

したが、電車の本数が１本増える、減る

で、通勤時間帯の踏切の影響は大分変わっ

てくると思うんです。そういった意味で

は、社会状況の変化での人口減、労働力

人口の減少とか、通勤、通学という意味

では、子供さんが減っていって、通学す

る生徒が減っているというようなことに

なったら、そういったところでの減少な

んかもあるでしょうし、電車の本数、車

の台数が１０年先も今と同じではないと

いうふうなこととかも、一定、阪急電鉄

とかにも、今の電車の利用状況はどうな

のというような話、乗降客数の把握など

もきちっとしていって、その辺の状況な

んかも議論の中には要るのかなというふ

うに思っています。

　この間、調査されている数字なども、

あるかというふうに思うんですけれども、

それはやっぱり事業が先延ばしになるに

つれて、状況の変化もあるというふうに

思いますし、そうしたことも理解、納得

した上で、市民がやっていこうというよ

うなことであれば、それは成功ともいう

ふうに思えます。

　この間のいろんな財政状況の中で、行

革も随分やっている中で、我慢というこ

と、いろんな負担もある中での大きな事

業を、次にやっていくということでの合

意をつくっていくことは、大変難しいと

思うんですけれども、その辺の、情報公

開、市民参加をしっかりと徹底していく

という立場で、ワークショップ等々の進

め方も考えていっていただけたらなとい

うふうなことで、これも要望にしておき

たいと思います。

○木村勝彦委員長　それでは、すべて要

望ということでいいですね。

　弘委員の質問が終わりました。

　上村委員。

○上村高義委員　そうしたら、私のほう

から、まず最初に、連続立体交差事業に

ついてですけれども、この事業について

報告がありまして、さきの本会議でも、

この事業が大阪府の中で位置づけがとり

上げられたということで、もう一遍、そ

の内容について、再度、ここで説明して

いただきたいということと、先ほど調査

委託料６００万円の話がありましたけれ

ども、これは事業認可に向けて調査して

いくということですが、これは市の単独

事業でやっておるわけですけれども、総

額３７５億円という概算の費用が出てま

したけども、結果的にはこの事業が進む

段階では、費用の負担というのは、国、

府、市、鉄道負担もあるかもしれません

けれども、そういう振り分けは言えるの

かどうか、わかったら教えていただきた

いと思います。

　２点目は、吹田操車場跡地のまちづく

りのスケジュールについてですけれども、

今回、土地購入費や物件移転補償費が平

成２３年度から２４年度に、そのままそっ

くり移っておるわけです。その遅れた理

由をご説明いただきたいということと、

以前にスケジュールをもらっておるんで

すけれども、駅前広場の供用開始とか、

最新のスケジュールがどうなっておるの

かということと、それを説明いただきた

いと思うんです。

○木村勝彦委員長　三輪参事。

○三輪都市計画課参事　連続立体交差事

業の中期計画、それと今後の負担割合に

ついてのご質問に対して説明させていた

だきます。

　まず、中期計画の内容でございますけ

れども、現在、大阪府のほうで３０年先

を見通しつつ、当面の１０年間に対して

の中期計画のほうを今、たたき台として

つくられておりまして、現在、３月２４
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日まで、大阪府のホームページでパブリッ

クコメントを出されて、広く意見をお聞

きされている状況でございます。あと、

関係市に関しましては、２月の初旬に、

土木事務所で、中期計画に係る説明会等

もございました。その中で、中期計画に

対しての意見がございましたら、３月２

４日までの意見を集約して、３月末に中

期計画の案という形での策定を出される

と聞いております。

　それと、続きまして、連続立体交差事

業の負担の割合につきましてですけれど

も、まず、交付金といたしまして、国の

ほうが、全体の５５％というのが現在、

決まっておりまして、その後の残りの府、

市、鉄道の割合につきましては、今後、

順調にいきましたら、平成２５年度から

事業の準備にかかれましたら、そのとき

に、再度、詳細の設計とかそういう協議

を行いまして、詳しい割合がそこで出て

くるような形になります。

○木村勝彦委員長　磯崎参事。

○磯崎都市計画課参事　それでは、土地

購入費等の遅れがあった中での吹田操車

場跡地まちづくりのスケジュールにつき

まして、ご答弁させていただきます。

　まず、土地購入費、今年度から来年度

に予算がということに関して、先ほども

答弁させていただきましたけれども、大

阪府警本部等との交差点の形状の協議に

時間がかかりましたので、実際に買収す

るライン、道路がどういう計画になるか

ということを、具体的にお示しできるタ

イミングが遅くなってしまったというこ

とから、今年度の執行が難しいとなりま

して、来年度の執行とさせていただいて

おります。

　あと、区画整理事業全体のスケジュー

ルにつきましては、以前にご説明してい

ますスケジュールと大きくは変わってお

りません。平成２１年４月に事業認可を

取得されまして、ＵＲ都市機構が工事を

進めております。工事の進め方としまし

ては、ちょうど地区の中心となりますＪ

Ｒ岸辺駅の駅前広場から徐々に両市に向

かって進めていくということで、最終は

平成２７年度末の事業完了、これは変わっ

ておりません。

　特に本市につきましては、吹田の市境

から順番に工事が進んでまいりますとい

うことになりますので、ご質問のありま

した、千里丘のガードとの交差部分につ

きましては、平成２６年度から平成２７

年度ぐらいの工事になる見込みでござい

ます。

　あと、駅前広場の供用開始につきまし

ては、来月、４月２５日に、岸辺駅の南

北自由通路と岸辺駅北側の駅前広場の供

用開始が今のところ予定されております。

これは平成２４年４月２５日の水曜日で

ございます。

○木村勝彦委員長　上村委員。

○上村高義委員　そうしたら、連続立体

交差事業についてですけれども、パブリッ

クコメントを３月２４日に締め切って、

３月末には取りまとめをするということ

ですが手続きについて教えて下さい。

　前回の説明では、連続立体交差事業は

費用便益が２．９２であるということで、

最低でも１以上必要なんだけども、非常

に効果が大であるという数字が出ていま

す。これは大阪府下の連続立体交差事業

の中でも非常に効果が大きいという説明

があって、これは大阪府としても進めて

いくべきだということで、我々は認識し

ているんですけれども、その裏づけデー

タを今、一生懸命とっていて、それに基

づいて国に向かって進めていくというよ

うなことであったんですけども、今回、

調査委託料は６００万円、摂津市の単独

－14－



の経費なんですけれど、これは大阪府の

事業評価がオーケーであれば、これは平

成２４年度予算には大阪府の予算には一

切、まだ計上されてないんです。もし、

オーケーであれば、平成２５年度からは

何がしかの大阪府の予算にも計上されて

いくということになります。そういった

ところを教えて下さい。

　それと、摂津市としてはあと何をすべ

きか、そこらを説明していただきたいん

です。

　それと、吹田操車場跡地まちづくりに

ついてですけれど、駅前広場の供用開始

を平成２４年４月２５日にするというこ

とでありましたけども、先般、小野副市

長が本会議で、国立循環器病研究センター

に対して吹田市が行ったプレゼンテーショ

ンの資料をホームページに公開してます

ということで、私も早速プリントアウト

してみたんですけども、中身はいろいろ

あって、いろんな問題も含んでおる分も

あるわけですけれども、これはきっちり、

本会議でも言ったように、我々としても

取り組んでいかなければならない部分が

あるんですけれども、この中で、私が一

番、興味を引いたのは、国立循環器病研

究センター誘致の条件として地震とか、

自然災害から見て安全な土地であるとい

うことを評価しておるんですけれど、こ

のことは、摂津市にとって、あそこの土

地は摂津市では結構安全な土地であると

いうことを見て取れるんです。

　今、まちづくり計画上はあそこは都市

型居住ゾーンになっていますけども、東

日本大震災を受けて、考えを変えること

も必要ではないかなという思いがしてお

るわけですけれども、とりわけ、この公

共施設の再配備等々も、総務常任委員会

でも議論したわけですけども、市役所の

庁舎は非常に昔に建ってて、あそこの土

地がそういう安全な土地であれば、市役

所機能を分散してあそこに建てるという

ことも、事業計画、ＢＣＰという観点か

ら見ると非常に重要な土地なんです。

　将来的には吹田操車場跡地まちづくり

が完成するのは大分先、１０年後ぐらい

になりますけども、そういうことも視野

に入れながら、やはりもう一度、ここの

まちづくり計画そのものを見直すべきこ

とも、東日本大震災を受けてのことも、

頭に入れるべきではないかなということ

を思ってますし、とりわけ、この東日本

大震災を受けての、この継続的な観点と、

それと摂津市の公共施設が老朽化してい

く中で、建て替えをする場合に、周辺の

公共施設を見た場合に、千里丘公民館が

あのままでいいのかということも、観点

に入れながら、検討することも必要では

ないかなということを答弁いただきたい

と思っていますので、その点について聞

かせていただきたいと思っています。

○木村勝彦委員長　三輪参事。

○三輪都市計画課参事　それでは、ご質

問の阪急京都線連続立体交差事業の今後

のスケジュール、市がすべき内容等につ

きまして、ご説明させていただきます。

　現在、大阪府のほうで中期計画をなさ

れておりますのは、建設事業、維持管理

事業、地域との連携、協働などの幅広い

分野のインフラ整備の中期の展望につき

まして、今現在、中期計画案の策定を進

めております。連続立体交差事業につき

ましては、その策定がなされた後に、社

会資本整備の位置づけとして連続立体交

差事業はどうあるべきかということを、

平成２４年度初旬に大阪府が国へ相談に

行かれます。

　ご相談に行かれた後に、大阪府として

は、建設事業についての評価を、学識経

験者の方を踏まえた委員会が、平成２３
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年度より大阪府の都市整備部で立ち上げ

られておりまして、そちらの委員会に事

前の評価をかけられるということとなっ

ております。

　その中で、摂津市が行っていくべきこ

となんですけれども、まずは、先ほども

市民のまちづくりに対する意見集約等も

委員会等で求められることもあるとお聞

きしておりますので、そういった地域の

ご意見の集約であったり、阪急京都線と

交差しております千里丘三島線であった

り、坪井味舌線であったり、今後、そう

いった道路の整備を、市としてどういう

ふうに進めていくということも、今後の

大きな課題になってくると思います。

　そして、連続立体交差本体の都市計画

決定は大阪府でうたれますが、側道につ

きましては地元市のほうで都市計画決定

を打っていくというような形になってい

きますので、今後、市としましては、ま

ちづくりに合わせたそういった側道等の

都市計画決定等を進めていく必要がある

と、そういう予定となっております。

○木村勝彦委員長　小野副市長。

○小野副市長　上村委員からご指摘いた

だいたんですけれど、水害の関係でいい

ますと、吹田操車場跡地のあたりは高い

ところにありますので、そういった意味

で、資料の中にも自然災害から安全な土

地であることが書かれています。過去の

浸水被害がない地域だということは我々

も承知しています。

　そういうことで思い出しますのは、三

島町役場から現在の市役所の位置に移転

させる時にも、安威川以南と安威川以北

で引き合いがあった中で現在の場所にもっ

てこられたという感覚でした。そして、

地域の真ん中あたりで、現在の場所に来

たというのは、そういう経緯があったと

思います。

　中期財政見通しの中では、本会議でも

議論になりましたように、１５億円で吹

田操車場跡地の事業地を売却ということ

を入れております。金額が少ないのでは

ないかというご指摘をいただきましたが、

市としては、購入価格１４億円プラス利

息の分を入れて、最低１５億円で売ると

いうことを申し上げてまいりました。

　上村委員のご提案につきましては、イ

エスもノーも言えないと思うんです。と

いうのは、今後の財政運営として、平成

２３年度決算に基づくところによる部分

と、それから今、重点的に取り組む事業

として議論いただいてます事業も多くあ

ります。

　そしてまた、私も気にしているのは、

千里丘西地区の再開発の問題です。全く

進展しない中で、この前、吹田市の井上

市長とお会いしたときにお聞きしました

が、井上市長もあそこへ行かれたみたい

です。状況に驚かれたと言っておりまし

た。どうなるんだろうと、非常に危惧い

たします。決定はいたしておりませんが、

これから大きな議論になると思います。

そうしますと、用地買収ということがで

てきます。

　したがって、平成２４年１０月に出す

中期財政見通しに、もう少し事業費を精

査して入れなければならないことは間違

いありません。公共施設の維持改修にし

ましても、小・中学校老朽化など、いろ

いろな問題がますので、それらの中で、

今おっしゃっているご提案をどういうふ

うに考えるのかということです。私はそ

の辺のを真剣に考えないと危ないと思っ

ております。

　特に、平成２３年１０月の中期財政見

通しの中に入れています阪急京都線連続

立体交差事業も８，０００万円台でしか

入ってないはずなんです。ここから予算
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が出てきますから。そういうこともよく

見通した上で、こういう問題も処理をい

たしたいと思います。

　したがって、私は市の方針としては、

基本的には売却で、これからの事業展開

として財政の中の一つの大きな柱として

考えておりますので、今のところ、その

提案につきまして、いい提案でございま

すが、検討いたしますとも、なかなか今、

申し上げられないというのが現状でござ

いますので、よろしくお願い申し上げま

す。

○木村勝彦委員長　上村委員。

○上村高義委員　それでは連続立体交差

事業ですけども、費用便益で２．９２と

いうことで、市民にとっては非常に効果

のある事業です。スケジュールの説明を

していただきましたけど、６月にもらっ

ているその資料のとおりで変わりはない

ということで分かりました。

　内容的には、大阪府の取り組みが前に

進んだという理解でいいんですよね。ぜ

ひ、進むように、よろしくお願いしたい

と思います。

　あと、吹田操車場跡地まちづくりにつ

きましては、国立循環器病研究センター

誘致について、広域化というのが、非常

にこれからクローズアップしてくる中で、

摂津市だけで考えるんじゃなくて、連携

できるものは吹田市と連携しながら、茨

木市と連携しながら、公共施設もお互い

に譲り合ったりしながら、そういう観点

もぜひ頭に入れておいてしたほうが、財

政的にも市民負担も利便性も上がるので

はないかと思っていますので、そういう

ことをぜひ、今後、もし何か検討する場

合でも、そういうことも視野にいれて、

ぜひ、お願いしたいと思っていますので

よろしくお願いします。

○木村勝彦委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　それでは何点か質問さ

せていただきたいと思います。

　まず、１番目には南千里丘まちづくり

事業及び南千里丘土地区画整理事業につ

いてということでございますが、補正予

算書では、６６ページにありますが、款

７、土木費、項４、都市計画費、目６、

南千里丘まちづくり事業ということで、

まちづくり事業工事で５，９００万円の

減額ということになっていまして、同じ

土地区画整理事業については、１２３万

２，０００円の減額補正ということで、

これで関連事業はすべて完了ということ

になると思うんですけれども、先ほども

いろいろ議論がありましたけれども、本

来なら平成２２年度で完了すべきであっ

たものが、平成２３年度に一部持ち越さ

れて、例えば旧保健センターの休日診療

所の解体とか、文化ホール前の整備など

が一部取り残されまして平成２３年度ま

でかかったんですけれども、減額補正を

された分について、内容の説明をお願い

したいと思います。

　それから２点目でございますが、阪急

連続立体交差事業委託料についてでござ

いますが、これも先ほど来ありました、

補正予算書の６６ページにありますよう

に、委託料５００万円が減額をされて、

平成２４年度では６００万円になって計

上されています。１００万円アップして

ますけど、先ほど内容はいろいろとおっ

しゃってわかるんですけれども、１００

万円の違いはどこにあるのかという部分

について、ご説明をお願いいたします。

　それから、予算書の１４６ページの款

７、土木費、項４、都市計画費、目２、

街路事業費で、大阪府連続立体交差事業

協議会負担金、これは平成２３年度も計

上されていましたが、減額されて、今回

また、記載されているということで、こ
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れはどんな協議会なのか。協議会に負担

金を出すということですけれども、先ほ

ど答弁もされてましたけれど、どういっ

た協議会になっているのか。これはどう

しても負担金を出して進めていかなけれ

ばいけないというような内容になってい

るのか、内容を教えてください。

　３点目、吹田操車場跡地まちづくりで

ございます。これも先ほどご答弁があり

ましたけれども、土地購入費２，０００

万円、これが平成２２年度も先送り、平

成２３年度も先送り、平成２４年度にま

た計上ということになっていますけど、

先ほど来、警察との協議を２年間ずっと

やってこられたというふうな答弁でござ

いましたけれど、私が認識していますの

は、ＪＲ千里丘駅西口のエレベーターの

設置の協議をされてますが、これとの兼

ね合いで遅れているというふうに認識を

していました。そういうことも言われて

いたと思うんですけれど、その観点から、

多分、交渉もいろいろと中身があったん

だろうと思うんですけれども、その点か

ら一度、ご説明をお願いしたいと思いま

す。

　それから４点目。千里丘西地区再開発

についてということで、これも先ほどあ

りましたが、平成２２年度については、

東岸和田市のほうに視察に行かれたとい

うふうなことでございまして、平成２３

年度はこれは減額されて、結局、旅費が

１万１，０００円と、それと需用費が１

万円になってしまっていますけども、こ

れは平成２３年度ではどういう活動をさ

れているのかということを、ご説明をお

願いしたいと思います。

　それから５点目に、阪急正雀駅前地区

整備支援事業ですが、これも先ほど議論

で詳しくご説明がありました。１点だけ

聞いておきたいのは、千里丘西地区もそ

うですし、阪急正雀駅前地区もそうです

が、再開発というもとで勉強会がスター

トして、再開発をやっていこうというこ

とでスタートしておりますけども、片や

阪急正雀駅前地区では道路の拡幅が決定

をしておりまして、計画が着々と進めら

れているという中で、今でも再開発とい

う立場の中での活動をされていっている

のか、まちづくりということにシフトを

されているということでございますが、

再開発という観点でどういう方向になっ

ていたのか、今後もどういう方向で進め

ていかれるのかということを教えてくだ

さい。

○木村勝彦委員長　三輪参事。

○三輪都市計画課参事　それでは、藤浦

委員の阪急京都線連続立体交差事業に対

してのご質問にお答えいたします。

　まず１点目の、平成２４年度の委託料

の、平成２３年度における増額分の中身

について、説明をさせていただきます。

　１点は、平成２３年度より新たにスター

トをいたしました大阪府の建設事業評価

委員会の開催、これが平成２３年度から

新たにできた委員会でございまして、平

成２３年度、大阪府全体でその委員会に

かけられた件数は１件ございました。平

成２４年度は連続立体交差事業も含めて

２件と聞いております。その中で平成２

３年度の委員会の開催回数とか、そういっ

た中身を参考にさせていただきまして、

その資料の取りまとめ回数とかを若干増

額しております。それと大きく増額になっ

たのは、今後、中期の見通しもある程度

立ってきましたので、平成２５年度から

の事業準備スタートに向けたパンフレッ

トの印刷費が増額の費用の大半を占めて

おります。

　続きまして、大阪府の連立協議会の負

担金についてのご質問に対してお答えい

－18－



たします。

　こちらに関しましては、大阪府が立ち

上げております、大阪府連続立体交差事

業の会がございまして、それは大阪府と

連立事業を実施する予定の関係市、それ

と関係鉄道会社が参画しております会で

ございます。こちらの主に年間の会費の

負担として上がっております。

　こちらに関しましては、会議に当たり

ます運営費、それと会場、会議資料作成

と連立事業の実務担当者が受ける講習会

への参加助成、それと大阪府全体の連立

交差事業の全体のパンフレットがござい

ます。そのパンフレットを作成したり修

正したりする費用に充てられております。

○木村勝彦委員長　磯崎参事。

○磯崎都市計画課参事　それでは吹田操

車場跡地の土地購入費物件補償費の予算

で、平成２２年度から予算が先送りされ

ているという件につきまして、千里丘駅

西口のエレベーター設置との関係という

ご質問だったと思います。

　警察との協議、これが２年間かかった

というご説明になってしまいましたが、

もう少し詳細にご説明させていただきま

すと、まず岸部千里丘線、これにつきま

しては、現在、千里丘の駐輪場がござい

ます辺りで、こちらに道路を拡幅整備し

ていくんですけれども、駐輪場側に歩道、

鉄道側に拡幅しまして車道ということで、

歩道が駐輪場の前にできてくるという形

の道路になっております。片側歩道とい

う形になります。これが千里丘ガードと

交差をするんですが、当初の計画では、

そのまま真っすぐ千里丘の側道を２回渡っ

て、さらに千里丘の駅がちょうど線路側

にございますので、３回道路を渡らない

といけないという状況でございました。

これが非常に危険な状況でないかという

警察からの指摘もございまして、線路側

に歩道を一旦どこかで渡るということで

検討してまいる必要があったんですが、

それに関しまして、線路際のＪＲ西日本

であったり、ＪＲ貨物、こちらの土地を

使わないといけないということがござい

ました。こちらの２社とも用地を使わせ

ていただきたいということの協議も並行

して進めておりまして、おおむね了解を

いただいたということで、その動線がよ

うやく警察の了解をいただいたというこ

とでございます。

　現在の計画は、摂津市の駐輪場の前、

そちらからずっと千里丘駅のほうに向かっ

て歩きますけれども、千里丘ガードと交

差する手前で線路側に一旦渡っていただ

きまして、線路側からドーナツ店の前を

通っていただいて、駅にアクセスしてい

ただくような動線を確保したいというこ

とで、交差点の形状を警察と協議してい

るような状況でございます。

　こういう協議がございましたので、時

間がかかったという経過がございます。

○木村勝彦委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　藤浦委員の南千里

丘まちづくり事業における質問に答弁い

たします。補正予算で、５，９００万円

の減額、それと土地区画整理事業におい

て１２３万２，０００円の減額補正で終

わっていると、これの内容についてとい

うことなんですけれども、まず、南千里

丘のまちづくり事業による５，９００万

円の減額につきましては、工事請負費５，

９００万円の枠取りをさせていただいて

おりましたが、逓次繰越の予算で執行し

たため、この金額を減額いたしておりま

す。それから土地区画整理事業の１２３

万２，０００円につきましては、事業の

執行差金による不用額を減額しておりま

す。

　それから、千里丘西地区再開発につい
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てでございますが、平成２３年度の活動

の中身と準備組合の状況についてでござ

いますが、本年度につきましては、大阪

府都市整備推進センターのまちづくり初

動期活動サポート助成制度を活用され、

準備組合がコンサルタントと契約を結ば

れ、まちづくり計画素案の検討を実施さ

れておるところでございます。

　それから、今までワークショップ等の

活動をされてきているが、再開発の観点

ではどうなのかということでしたが、阪

急正雀駅前地区につきましては、以前か

らそういう検討もしておりますが、ハー

ド面での再開発は難しいと考えておりま

して、先ほどの正雀南千里丘線の整備等

もありますことから、今後ワークショッ

プ等で地域の皆様のご意見を聞きながら、

町の活性化に向けて検討を進めていきた

いと考えております。

○木村勝彦委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　一通りご答弁いただき

ました。それでもう少し質問させていた

だきたいと思います。

　まず、１点目の南千里丘まちづくり事

業関連でございます。

　今年度、平成２３年度で完全に事業が

終わるということでございまして、いろ

いろと振り返ることもされていると思う

んですけども、当初平成１９年度から、

スタートしまして、南千里丘まちづくり

事業及び南千里丘区画整理事業というこ

とで、平成１９年度当初の予算では土地

区画整理事業が９億３，５００万円とい

うことでございました。最終、これは９

億３，３７６万８，０００円ということ

で、ほぼ予定どおりということになりま

した。

　一方では、南千里丘のまちづくり事業

費は平成１９年度、当初では、４億４，

７８０万円ということで、４年間継続費

用でしたけれども、先ほど５ページに継

続費の補正では、最終、２５億３，５９

２万１，０００円ということになってお

ります。何回も補正をしながらやってき

たということになりますけども、この際、

これで終了でございますので、その辺の

概略について、どういうふうな経過で、

２５億３，５９２万１，０００円という

ふうになったのかということをご説明い

ただければ、整理しやすいのでありがた

いと思います。

　それから事業費関連も、最終、財源別

内訳なども、もう既につくっておられる

と思うんですけども、これは我々も議員

としてしっかりと理解をしておいて、市

民の皆さんにも説明していくということ

も必要なことだと思いますので、概略で

結構でございますが、もし手元に持って

おられるのであれば、ご説明をいただき

たいと思っています。

　それから２番目の阪急京都線連続立体

交差事業については、踏切の遮断時間が

大変伸びたということ。これは交通量が

増えたということと相まって、交通渋滞

がひどくなったということでございます

が、一番の解決策は、当然これは連続立

体交差事業を早く実現するということで

す。これはもう当然のことですけども、

それは時間がかなりかかりますので、そ

れまでの改善策については、今後もいろ

いろと努力をしていくということでご答

弁もいただいております、要望もしてお

ります。その中では、踏切で電車が通過

した後、素早く踏切があきます。だから、

そういう面では改善をされた痕跡が残っ

て、以前はしばらくあかないというとこ

ろがあったんですけど、それも随分改善

はしていただいているんだなというよう

な確認はできましたけども、それととも

に、少し渋滞も緩和をされているという
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ふうに思ってるんです。それに交通量も

減ってきたのではないかと思われるよう

なところもあります。これはガードがあ

いて、こちらが行けるというふうになっ

ても、今度、この踏切で詰まるというふ

うになると、違うルートへ行こうという

ような人間の心理も働くというようなこ

ともありますし、そういう意味では、交

通量調査によって、そういうことを的確

につかんでいるということが非常に大事

だと思うんです。以前に報告をいただい

ておりますけども、平成２３年度もやっ

てらっしゃったと思うんです。ここをやっ

たかどうかはわかりませんけど、大阪府

がやったやつかもわかりませんけど、交

通量調査をされてたと思ったんですが、

その有無、交通量調査をやられたかどう

か、やってらっしゃったら、平成２２年

度と比べて推移がわかればお願いしたい

と思います。

　それから３番目には、踏切と横断歩道

の問題です。踏切のところから、香露園

郵便局の前に横断歩道がありますが、距

離がありまして、ほとんどこちらを回ら

ずに、車の間を縫って駅側に、バス停の

間のところから入ってこられるというこ

とがずっと続いていまして、これも何か

改善策を考えないといけないということ

ですけども、なかなかそれは難しい状況

にあるということでございますので、そ

のことについての認識を問題点としてど

のように考えられているのかということ

について、これは一連のまちづくりによっ

て結果としてあらわれたということで、

そういう観点からどう認識されているか

ということで、ご答弁お願いします。

　それから４点目には、阪急摂津市駅も

開業して丸２年になりますが、当初は３

５００人ぐらいの乗降でございまして、

目標が１万２，０００人ということでご

ざいましたけども、直近で乗客数をつか

んでいらっしゃったら、一度ご答弁お願

いしたいと思います。まちづくり評価と

しては、乗客数なんかも関連してくると

思いますので、

　それから、いよいよマンションも２期

工事が始まります。これは民間のマンショ

ンのことなのですが、売れ行きのことも

一時期聞いておりましたし、摂津市のま

ちづくりとして、住民が増えてくるとい

うことも非常に大きな問題ではあります

ので、分譲マンションの現状の販売状況

と、また高齢者マンションのほうもあり

ますけども、これは広告が載っているの

を見たりしますけども、つかんでいらっ

しゃれば、ご答弁をお願いしたいと思い

ます。

　それから２番目に、阪急連続立体交差

事業関係でございますけども、先ほどちょっ

とご答弁いただきまして、そういう連続

立体交差事業協議会というのがあるのだ

ということがわかりましたけども、その

関係でも何点か質問したいと思います。

まず、先ほども議論がありましたけど、

この費用便益を大阪府としても調査をし

ていくということでございまして、平成

２３年度の代表質問のときに市長からご

答弁いただいたことですけど、こういう

ふうに言われておるんです。平成２３年

度は大阪府で費用便益分析作業を行いま

す。その結果を待って、府の事業評価委

員会に諮り、大阪府として推進に向けた

判断がなされるということでございまし

た。先ほどご答弁をいただいたのも、こ

れで整合性がとれているのかどうかとい

うことで、私は向こうの、大阪府の都市

整備中期計画でパブリックコメントが３

月２４日までかけられていますが、これ

が、実は大阪府としての事業決定に当たっ

て、それまでに、先ほど言った便益の評
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価などが行われていくのかというふうに、

認識をしてたんですけど、国に言ってい

くための調査なんだということと、大阪

府の都市整備中期計画というのは、また

別ものと考えたらいいのか、その辺の整

理をしていただけないでしょうか。分析

結果などについて、中間点でもどういう

評価になっているのかということをつか

んでいらっしゃるのであれば、一度、ご

答弁いただきたいと思います。先ほどあっ

たように、摂津市で行った調査では、費

用便益は２．９２ということでしたけど

も、これも大阪府として、一応協議をし

て数値を出すということだと私は認識を

していたんですけど、その点、あわせて

ご答弁をお願いしたいと思います。

　それから２点目でございますが、平成

２３年度の代表質問の市長の答弁ですけ

ど、その後、国へ社会資本総合整備計画

の要望を行う運びとなる、早ければ平成

２３年度末には国に事業の位置づけをい

ただけると、あわせて地域住民に対し、

連続立体交差事業に係る説明及び今後の

まちづくりに対しての意見交換等の場を

設けていきたいと考えております、こう

いう答弁であったわけですが、これが東

日本大震災の関係で遅れておりますとい

うことで、今の状態になったのだろうと

いうことでございます。来年度に行われ

るということになりますけど、一度整理

をしていただきたいと思います。

　それから３点目に、平成２３年度で街

路事業につきましては、南北方向へのネッ

トワーク形成等により防災面や避難路の

役割等も合わせて期待するところでござ

いますと。なお、この事業は本市が主体

となって進めることになりますというこ

とを言われているんです。費用負担もこ

ちらでやっていくということでございま

すが、今年の代表質問の答弁では、大阪

府の中期計画において、平成４２年度を

完成目途に道路投資がなされる方針となっ

ていますということで、大阪府も道路投

資していくということで、これは補助金

のことを言われているのか、あくまでも

市が主体でやっていくということになっ

ているのか、市長の答弁の補足のような

ことになりますけれども、もう一遍その

道路事業、都市計画道路なども通してい

く、拡幅していく計画も入っていますけ

ども、大阪府の事業と市が行う事業との

すみ分けを明確にしていただきたいと思

います。

　それから３番目の吹田操車場跡地のま

ちづくり事業についてでございますが、

平成２２年度にまちづくりガイドライン

を策定しますというふうに市長がおっしゃっ

ていましたが、もう２年たっていますか

ら、当然でき上がっていると思うんです

けども、なぜ公表されないのか、教えて

いただきたいと思います。

　それから２点目には、吹田市の出して

いる国立循環器病研究センターのプレゼ

ンテーションの資料があります。先ほど

も議論されていましたけども、この資料

の中には、例えば摂津市の区画整理区域

を事業用地３ヘクタールという位置づけ

がされてますし、それから吹田市の処理

場についても、４．５ヘクタールは医療

クラスターゾーンということで、関連施

設などで利用できる地域という、これは

クリーンセンターも絵で見ますと含んで

ありますけども、なぜ最初に吹田市単独

になったのかということを教えてくださ

い。

　それから３点目には、吹田市にはこれ

までに、この資料を見ますと、随分とい

ろんな区域の申請をしてとっています。

例えば、関西地域健康長寿関連産業広域

基本計画区域、これが平成２２年３月２
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５日に指定を受けているということにな

りますし、また、大阪北部産業集積形成

基本計画区域、平成２２年８月２７日に

これも指定をされています。これは今は

協議中ということで、関西イノベーショ

ン国際戦略総合特区、これは、今、編入

の協議中ということでございますけども、

こういったことについて、本市にいろい

ろとそのことについて説明があったのか

ということ、それから、これはどういっ

たものになるのか、概略で結構です、つ

かんでおられたら教えていただきたいと

思います。

　それから４点目ですが、先ほども申し

ました、本市の区域を事業用地というこ

とで位置づけられています。これについ

て、どのように担当者としてとらえられ

ているのか、また、先ほど言いました､

正雀下水処理場は平成２５年中旬までに

廃止をし、平成２６年の末までに有効利

用地として更地化するということでござ

いますし、また、南千里丘岸部線は平成

２８年に完成すると、こういうふうにも

記載されています。これは芦森工業の横

を抜けていく道路ですから、当然、摂津

市域を通っていくという道路になります

し、こういったことについて、事前にい

ろいろと吹田市から協議なり、ことわり

なりがあったのかということ、やりとり

があったのかということについて、また

配慮がいろいろあったのかということに

ついてご答弁いただきたいと思います。

　それから５点目に、これは最後のペー

ジに載ってますが、土地利用計画上、特

段の制約がありませんということになっ

ています。先ほどのガイドラインとの関

係で、一体どういうふうに担当者として

とらえられているのかということも、あ

わせてお願いしたいと思います。

　それから６番目に、土地区画整理では

仮換地指定が昨年行われています。これ

で売却が一応可能になると思うんですけ

ど、国立循環器病研究センターが決定を

するという場合になったとしても、中期

財政見通しでは平成２７年度に売却をす

るとなってますけども、この辺の流動的

な考え方があるのかないのか、平成２７

年度まで売却をしないのか、その辺もあ

わせてお願いします。

　それから７点目に、竹の鼻ガードの地

元要望、これは去年だったと思いますけ

ども、説明もありまして、一部ちょっと

拡幅をして、３０メートルぐらいの天井

を取り払いますとか、それから防災公園

のほうへ上がっていく階段をつけますと

か、いろいろと要望について説明があり

ましたけども、これは関係各位と協議を

していきますということになっていまし

たけども、その協議の結果、どのように

なってきているのかということと、これ

は当然、地元にまた説明をしていただか

ないといけないと思うんですけど、それ

はいつごろになりそうなのかということ

を教えてください。

　それから８点目、これは私が何度も聞

いてまいりましたが、山田川の管理用通

路と、山田川の河川敷で、今、畑として

不法占拠されている、この辺の扱い、大

阪府に要請をしていただいているところ

だと思いますけども、大阪府の最近の対

応、態度、この辺についてどうなのか教

えていただきたいと思います。

　それから９点目になりますが、クリー

ンセンター横の進入部分の道路形態が決

まっていません。道路の設計ができ上がっ

てから住民に説明に入るのではなくて、

ある程度案をつくった段階で、住民の皆

さんにいろいろとご意見を聞いていただ

いて、それをできる限り盛り込めるよう

な形をとっていただいて、最終、その道
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路の形態を確定するというような方針、

やり方をとっていただきたいんです。協

働のまちづくりということで、今も連続

立体交差事業についてワークショップと

いう形をとられようとしていますし、今

の摂津市の方針として協働ということを

大事にするのであれば、しっかりと市民

の意見も交えて、案をつくった段階で皆

さんの意見を聞いて、そしてそれをでき

るだけ盛り込むということをしっかりとっ

ていただいて、決定をしていただきたい

ということを、これはお願いしておきま

すので、よろしくお願いいたします。

　それから１０点目になりますが、この

吹田操車場跡地のまちづくりというのは、

一番最初はこの吹田貨物ターミナル駅の

建設工事から協議が始まっています。着々

と工事が進んでいるようでございますが、

これは当初、平成２３年の春完成となっ

ていましたが、２年遅れて平成２５年の

春ということになりました。もうあと１

年ということでございますけども、その

予定どおり進みつつあるのかどうか、情

報が入っていれば、一度教えてください。

　それから１１点目になりますが、クリー

ンセンター問題では吹田市議会では議論

をされるというふうに伺っていますけど

も、吹田の市議会のホームページをいろ

いろ検索しましたけども、残念ながらそ

の模様はわかりませんで。その最新の吹

田市議会での議論の状況が何か聞こえて

きているようであれば、跡地利用に関係

して教えていただきたいと思います。

　それから次に、４番目に、千里丘西地

区再開発についてでございますが、現状

を見ますと、大口地権者が２人おいでに

なりまして、それが一時裁判をされてい

ましたね。その裁判も確定をして、今、

広大な地域にまた１つ大きな駐車場がで

きました。どんどんドーナツ状に駐車場

が増えていってるんです。そういうふう

な現状の中で、周辺では開発ができて、

また今度、新しく分譲マンションが建設

されることになります。周辺は整備をさ

れていますが、肝心の再開発区域につい

ては、空洞化というんですか、整備もさ

れずに駐車場が増えるというような現状

になっています。準備組合については、

コンサルタントに発注をされたというこ

とで、びっくりいたしました。意欲がす

ごくあるんだなということで、改めて思っ

たわけでございますが、準備組合の意欲

とか、そういう再開発についての協議、

発注をしようということになったのには

いろいろ経緯もあると思うんですけども、

その辺も含めて、もう一度、今の方向性

について、準備組合のことについて教え

ていただきたいと思います。

　それから、お二人の大口の地権者がお

ありになりますが、このお二人の地権者

についての状況はどうなのかということ、

それもあわせて教えていただきたいと思

います。

　環境的に千里丘西地区再開発の機運が

随分高くなるということでご答弁があっ

たと思うんですけど、そのことについて、

担当課としてどのようにお考えになるの

か、ご答弁をお願いしたいと思います。

○木村勝彦委員長　暫時休憩します。

（午前１１時５９分　休憩）

（午後　１時　　　　再開）

○木村勝彦委員長　休憩前に引き続いて

再開いたします。

　答弁を求めます。

　新留課長。

○新留都市計画課長　藤浦議員の２回目

の質問にお答えさせていただきます。

　まず南千里丘のまちづくり事業で、事

業費、当初４億４，７８０万円が、その

後、途中から増額になり、最終的に２５
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億３，５９２万１，０００円になったと。

経過についてどうなんだというご質問で

すが、まず当初、４億４，７８０万円か

ら、平成１９年度に変更しております。

まず１回目の変更のときに、負担金とし

まして阪急の新駅踏切改良歩道橋の負担

金としまして、１３億３，７１２万１，

０００円が負担金でございます。

　平成１９年度に第２回の変更させてい

ただいております。この内容につきまし

ては、境川の親水化整備、下部工の負担

金とか、上面の設計、工事費用でござい

ます。これにつきまして４億２，０００

万円を増額させていただいております。

　それから、平成２０年度に第３回の変

更をさせていただいております。変更内

容につきましては、旧総合福祉会館、市

民体育館、休日応急診療所解体撤去及び

市民文化ホール前の整備費用を計上させ

ていただいております。金額につきまし

ては、３億９，０００万円でございます。

　これらの変更を行いまして、最終的に

２５億３，５９２万１，０００円となっ

ております。

　それから、財源のほうの内訳でござい

ますが、まず国のほうからまちづくり交

付金として、２億７，２００万円をいた

だいております。それから起債としまし

て、３億３，５９０万円、それから基金

としまして、１０億７，２９９万２，０

００円、一般財源としまして、９億１，

４０２万９，０００円となっております。

　それから踏切の遮断時間ということで

ございますが、香露園踏切の所で平成２

１年度は阪急電鉄がされ、平成２２年度

は本市で交通量の調査をやっております。

ただ、平成２３年度につきましては、交

通量調査はやっておりません。というこ

とで、前年度との比較については、今、

出てこないということでございます。

　それから香露園踏切の手前を横断して

危険であると、その辺の問題点を認識し

ておるのかということ、それと対策につ

いてでもございますが、この踏切につい

ては、摂津市駅ができまして、踏切が閉

まったときに歩行者が駅に行ったり、駅

から反対に向かったりすることで、危険

性は十分感じておりましたが、昨年、対

策として手前のほうで横断防止柵を設置

されております。一定、その辺の対策は

できる範囲でやられておると考えており

ます。

　それから摂津市駅の現在の乗降客数と

いうことでございますが、我々が阪急電

鉄から現在聞いておりますのは、約１日

８，０００人ぐらいに今なっているとい

う状況を聞いております。

　それから、民間マンションの売れ行き

ということでございましたが、これもマ

ンションのほうからお聞きしております

のは、５８６戸のうち５３０個ほどが売

却済みと伺っております。

　それから、高齢者マンションのほうで

すが、こちらのほうが１２８戸のうち７

０戸ほどは販売済みというふうに伺って

おります。

　それから千里丘西地区の状況でござい

ますが、先ほども、今年度、準備組合の

ほうからコンサルタントのほうへまちづ

くりの計画について発注されておるとい

うことをご報告させていただきましたが、

準備組合の今後の取り組みというんです

か、今後に向けての方向性についてとい

うことであったと思いますが、今回、準

備組合が、大阪府の都市整備推進センター

の助成制度を活用されまして、まちづく

り計画素案を検討されておりますが、組

合理事の皆様も我々としましても、これ

が最後のチャンスであるという思いで取

り組んでおるところでございます。
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　それから、大口地権者の状況はという

ことでございますが、大口地権者の状況

は基本的には変わってございませんが、

今後、準備組合を中心に、現在検討され

ておりますまちづくりの検討素案をもっ

て、合意形成に向けて働きかけていく予

定でございます。

　それからもう１点、岸部千里丘線のほ

う、吹田操車場跡地のほうからできてく

ると。今後、駅前の環境も変わってくる

であろうということで、担当としてどう

なんだということだったと思うんですが、

千里丘ガードも開通され、その後、今現

在、吹田操車場跡地まちづくりで岸部千

里丘線も通ってくるわけですが、今後、

この完成を見据え、千里丘西地区の再開

発とも整合を図れるような形で検討して

まいりたいと考えております。

○木村勝彦委員長　磯崎参事。

○磯崎都市計画課参事　それでは、藤浦

議員の２回目の吹田操車場跡地に関しま

してのご質問に答弁させていただきます。

　ます１点目が、平成２２年度でガイド

ライン案を策定したのに、なぜ公表しな

いのかというご質問でございますが、ま

ず、吹田操車場跡地まちづくりガイドラ

イン案につきましては、平成２１年９月

に策定いたしました吹田操車場跡地まち

づくり基本計画におきまして、本市の土

地利用は都市型居住ゾーンという形で位

置づけておりますけれども、良好なまち

づくりへ誘導するという目的であったり、

吹田市の正雀下水処理場、こちらの用地

も含めまして、吹田市と跡地の利用に関

して協議を進める上で、本市のまちづく

りの考え方というものを整理する必要が

ございました。平成２２年度にそういう

検討を行っておりましたが、その後に国

立循環器病研究センターの移転動向に関

しまして、正雀処理場跡地に関連企業の

誘致をしたいというお話であったり、隣

接します本市のまちづくり用地に、関連

施設を考えているなどのお話もありまし

たことから、現在、その移転が決まれば

どのように整理する必要があるかなと考

えております。

　しかし、国立循環器病研究センターの

意向というものは、私たちも具体的にま

だ把握できていない状況でございますの

で、現時点でそのガイドラインの案とい

うものをお示しいたしますと、また誤解

を招く恐れがあるかなと考えておりまし

た。

　最終的には、本委員会にご報告しなが

ら、公表していけるような形にしていき

たいと考えております。

　国立循環器病研究センターのプレゼン

テーションが吹田市単独でされていると

いう中に、本市の事業用地や処理場跡地

の表現があるということで、なぜ吹田市

が単独で行われたのかということでござ

いますが、まずこのプレゼンテーション

ですけれども、国立循環器病研究センター

と厚生労働省の連名で、昨年８月に移転

用地に関して豊能医療圏、三島医療圏、

それに大阪市を加えた１０市町にアンケー

ト調査を実施されまして、誘致の意向が

ありと回答されました４市に対しまして、

建替整備を検討するための学識経験者等

で組織されました建替整備構想検討委員

会の中で、そういうプレゼンテーション

が行われたという状況でございます。

　現在までに３回の委員会が開催されて

おりますが、まだ移転候補地が決まった

という状況では聞いておりません。

　今回、吹田市の国立循環器病研究セン

ター誘致のプレゼンテーションに関しま

して、吹田市と摂津市、この２市の担当

部長レベルの会議の中で、断片的な説明

というのはございましたけれども、最終
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的には吹田市の判断で単独で説明された

ものでございます。

　プレゼンテーションの中で、企業立地

促進法であったり、国際戦略総合特区の

指定が打たれている、もしくは編入の協

議をされているというものに関しまして

の具体的な内容についてということでご

ざいますが、まず、企業立地促進法でご

ざいますけれども、こちらは平成１９年

６月に施行されました、地域の特色を生

かした産業集積のための基本計画を、都

道府県、市町村が策定をいたしまして、

国の同意を得た場合に、投資減税や低利

融資制度などの特例を受けることができ

るとしております法律でございます。

　吹田市は大阪北部地区の基本計画策定

当時から構成員として参加をされており

まして、平成１９年１０月に大阪北部の

基本計画が策定されたんですけれども、

その時点では、まだ吹田操車場跡地につ

きましては、具体的なまちづくりが行わ

れておりませんでしたので、今後、追加

をするということにされておりました。

その後、企業立地促進に関しまして、平

成２０年ごろの急激な景気の落ち込みに

よって、新規企業の立地が減少している

という状況がございまして、国の近畿経

済産業局が、もう少し広域的な取り組み

を優先しますということで、滋賀県の長

浜市から京都、大阪、兵庫県にまたがり

ます関西地域健康長寿関連産業広域基本

計画というものが策定されました。その

中に、大阪北部では彩都地区であったり、

吹田市の東部拠点地区、大阪大学の吹田

キャンパス、あと、国立循環器病研究セ

ンターなどが指定されております。その

広域計画の策定の後に、大阪北部の基本

計画につきましても見直しがされており

まして、彩都の中部地区や、吹田市の東

部拠点地区に加えまして、江坂を初めと

する吹田市の西部、南西部地区などが変

更追加をされております。

　吹田操車場跡地地区におきましては、

吹田市だけが、今、指定されているとい

う状況でございますが、国立循環器病研

究センターを移転誘致するということに

つきまして、摂津市も同計画に参画しな

いかということにつきまして、吹田市か

ら打診がございました。しかし、企業立

地促進法自体が、平成２４年度末を期限

とした時限法でございまして、摂津市域

の候補地でございます処理場跡地につき

ましては、その時点でまだ更地になって

いないという状況が見込まれたことから、

まだ間に合わないということでございま

す。

　次に、国際戦略総合特区でございます

けれども、こちらにつきましては、国際

競争力のある産業の育成が目的で、法人

税や所得税などの優遇措置など規制緩和

が対象となっているような制度でござい

まして、関西イノベーション特区につき

ましては、大阪府など３府県と、京阪神

の３政令市が共同で取り組んでおられま

す。昨年、１２月２２日に指定されてお

りまして、この中に大阪北部では彩都や

大阪大学、国立循環器病センターなどが

指定されております。吹田市もそうなん

ですけど、摂津市域も共同で参画しない

かという打診がございましたが、地区の

指定が全国で数カ所と、非常に狭き門で

あるということで、大阪府へ相談したと

ころ、熟度が低い地区は外してほしいと

いう指導がございました。こういうこと

から、摂津市、吹田市ともに、今、まだ

入っていない状況でございます。

　次に、吹田市の国立循環器病研究セン

ターのプレゼンテーションに関しまして、

本市域の一部が事業用地と位置づけられ

ていることであったり、処理場跡地の更
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地化、南千里岸部線の整備ということに

つきまして、吹田市から説明があったの

かということでございます。

　処理場跡地４．５ヘクタールと表現さ

れております部分には、吹田市の正雀下

水処理場、や官舎跡も含みます用地に加

えまして、本市のクリーンセンターも含

んで４．５ヘクタールとなっております。

　今現在、公表されておりますプレゼン

テーションの資料につきましては、吹田

市の判断で説明されたものでございまし

て、その具体的な内容につきまして、吹

田市から説明を受けておりません。

　次に、土地利用上、特段の制約がない

という表現があることに関して、本市の

先ほどのガイドライン案との兼ね合いは

どうなのかというご質問でございます。

　こちらにつきましては、プレゼンテー

ションの内容、表現につきましては、吹

田市の判断で説明されたものでございま

すけれども、本市が事業用地として表現

されております。現在、その事業用地と

なる部分につきまして、用途地域は第一

種住居地域という指定をしておりまして、

建物の用途はある程度制限はされており

ます。

　地区計画につきましては、範囲の指定

はしておりますけれども、具体的な規制

などの地区整備計画は、今後、指定して

いくことになります。

　ガイドライン案につきましては、そう

いった地区整備計画のもととなる本市の

考え方を整備したものでございまして、

先ほどご説明したように、今後、もう少

し内容の精査をしていく中で、そういっ

た制限をかけていくことになっておりま

すが、現時点でそういう地区計画、地区

整備計画等の具体的な制限はかかってい

ないということだと理解しております。

　次に、仮換地指定が昨年摂津市域一部

になされました。仮換地指定がなされた

ら土地が売却可能ではないのだろうかと

いうことと、国立循環器病研究センター

の移転が早々に決まれば、それでも中期

財政見通しにあります土地の売却は、平

成２７年度なのかというご質問でござい

ますけれども、土地区画整理事業は平成

２７年度末の完成を目標に進めておりま

す。その中で摂津市が換地を受けます宅

地であったり、それが隣接します前面の

道路等の整備を進めてまいりますが、そ

の前面の道路等が完成いたしますのが、

平成２７年度の予定でございますので、

売却の時期につきましては、現時点では

平成２７年度という予定をしております。

　次に、竹の鼻ガードの地元要望に関す

る協議の状況と、地元への説明はどうす

るのかというご質問でございます。

　こちらにつきまして、竹の鼻ガードは、

隣接する一級河川山田川との取り扱い等

につきまして協議を進めてまいりました。

大阪府、ＵＲ都市機構、鉄道・運輸機構

等、事業をどこがするかを含めて協議を

進めておったんですが、現時点で地元か

らの意向を受けまして、約３０メートル

程度、まちづくり用地区間のガードのオー

プン化、歩道部分の拡幅、あと、（仮称）

千里丘公園への斜路付き階段の設置を行

うということで、各関係機関との協議は

終えておりますので、今後、詳細に構造、

安全対策等の検討を進めてまいるような

状況でございます。

　地元への説明につきましては、歩道の

拡幅オープン化、斜路付き階段の設置等

を行いますということで、今後、説明を

していきたいと思っておりますけれども、

構造的な検討を、今後、行っていきます

ので、ある程度、説明できる絵ができた

状況になりましたら、具体的な説明を行っ

てまいりたいと思っております。
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　次に、区画整理区域に隣接いたします

一級河川山田川の廃川予定地の大阪府と

の協議対応、大阪府の態度はというご質

問でございます。

　こちらにつきましては、大阪府と協議

を進めておりまして、現在、第三者が耕

作されているというような状況でござい

ますが、今年度、大阪府とも現地の立ち

会いを行いながら、現状の確認も行って

いただいております。大阪府のほうから、

まだ敷地の境界がはっきりしていない箇

所があるので、その河川、廃川敷ではな

くて、廃川予定地と聞いておりますけれ

ども、手続を進めるに当たって、境界を

はっきりする必要があるということで、

今後、そういう手続を進められるという

ふうに聞いております。本市としては、

まちづくりに合わせた一体的な土地利用

を図れるように、今後とも大阪府と協議

を行ってまいりたいと考えております。

　次に、吹田貨物ターミナル駅が、当初

より２年遅れの平成２５年春開業予定だ

が、予定どおりなのかというご質問でご

ざいますが、平成２２年２月に鉄道・運

輸機構が当初より２年遅れて平成２５年

春ということで、当委員会でも説明させ

ていただいております。

　遅れた理由は文化財調査等の理由によ

りまして、工事の進捗が当初よりも少し

遅れたという理由でございました。

　現状、工事は予定どおり進んでおりま

して、摂津市域につきましては、昨年１

０月にすべての上り貨物線が移設されま

して、現在、留置線の整備が行われてい

る状況でございます。

　吹田市域でも、駅本屋であったり、荷

捌上屋、倉庫等が完成しておりまして、

あと、コンテナホーム、中継ホーム等も

ほぼ完成しておるような状況でございま

す。

　整備に関しましては、当初の予定どお

り進んでいるということで、平成２５年

春の目標に、今のところ変更はないと聞

いております。

　最後に、吹田市議会で吹田操車場跡地

に関しまして、今現在、議論されている

状況というご質問でございますが、まず、

吹田操車場に関します特別委員会が吹田

市にございます。こちらの中で、本年２

月１６日に委員会が開催されておりまし

て、この中で、まず１つ目としましては、

国立循環器病研究センターに係る経緯が

説明されております。この中で、２月８

日に吹田市のほうが実施されましたプレ

ゼンテーションの内容、資料を配付して

説明されておると聞いております。

　２つ目には、吹田市も含めまして、仮

換地指定がなされてますので、その状況

の説明、それと３つ目には、岸辺駅前広

場と自由通路の供用の時期等について、

説明がその委員会でされております。

　また、現在、開催中の吹田市本会議に

おきまして、ホームページ上で質問が掲

示されております。内容については、ま

だ具体的に把握できておりませんが、吹

田操車場跡地に関連する項目といたしま

しては、国立循環器病研究センターの移

転問題であったり、あと、吹田操車場跡

地まちづくりの摂津との協議についてと

いうような項目が、質問項目として挙がっ

ております。

○木村勝彦委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　ご答弁いただきまして

ありがとうございます。

　そしたら、１点目の南千里丘まちづく

りについては、さまざまにご検討もし、

またこれからしっかりと検証も最終段階

に入っていくと思いますので、その報告

書につきまして、先ほども財源のことに

ついてはお伺いいたしましたけども、後
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日またしっかりと資料として報告書をい

ただきますようにお願いをしておきたい

と思いますし、また交通量についての、

渋滞も含めた今後の経緯については、で

きれば毎年調査をするなどして、この連

立が完成するまでの間にしっかりと実態

を把握していただくということをお願い

をし、要望としておきたいと思います。

　それから２点目の、阪急京都線連続立

体交差事業についてですけども、漏れて

る分のご答弁をお願いしたいと思います。

　それから３点目の、吹田操車場跡地ま

ちづくりについて、いろんな角度から質

問をさせていただきましたけども、よく

理解をしたところでございます。

　国立循環器病研究センターの関係で、

プレゼンテーションについてはいろいろ

と吹田市が独善的に先進的にやられてい

るという部分もあるかもわかりませんし、

これは摂津市としても大変歓迎するべき

ことではありますので、しっかりパート

ナーシップをとりながら進めていかない

といけないということでありますので、

どうか意思の疎通をしっかりとやってい

ただきながら、不信感を持つようなこと

がないように、これは本当は吹田にお願

いをしないといけないところですけども、

摂津市からもしっかり働きかけをしてい

ただきながら、お互いに情報をしっかり

と共有しながら、足並みをそろえてやっ

ていけるように協力体制をお願いしたい

と思います。

　その中で大事なことは、何度も申して

おりますように、摂津市側の問題として

は、このクリーンセンター問題の解決と

いうのは、どうしてもやらなくてはいけ

ないことでございますし、これもしっか

りと含めた中で解決をして、そして、国

立循環器病研究センターの誘致に向けて

両市一丸となって向かえるような体制を

とれるように、しっかりと発信をしなが

ら、また市としても取り組みを進めてい

ただきたいということでお願いしておき

たいと思います。

　それから、竹の鼻ガードの関連につい

ての地元説明ですけど、これも早い時期

にきちっとお願いしたいと思います。で

きれば今のクリーンセンター問題とか、

近隣の大変大きな問題ですので、そうい

う部分も含めて、セットでしていただく

のが一番ありがたいですけれども、そう

いったことも念頭に置いていただいて、

進めていただきたいということをお願い

しておきます。

　それから山田川の河川敷につきまして

も、大阪府にしっかり働きかけをしてい

ただいて、一体的に、あそこだけが残っ

てしまうということにならないように、

山田川流域を見ますと、ああいう草ぼう

ぼうで置かれているのもあの地域だけで、

あとは全部きれいにされてますから、そ

ういう意味も含めて、今後もしっかり対

応をお願いしておきたいと思います。

　そういうことで、すべて要望としてお

きたいと思います。

　それから４番目の、千里丘西口の再開

発についてございますけども、先ほど来

も答弁の中で、準備組合としてまだ大変

意欲を持たれて、最後の思いだという思

いで、今回、まちづくりの素案の発注を

されているということでございますし、

思いは大事にしていかないといけないな

というふうに私も思ってます。今のお話

を聞きますと、地元の思いも大事にしな

いといけないなと考えているところでご

ざいます。

　今回の市長の基本方針の中にも、既成

概念にとらわれることなく、大胆な発想

を持って夢のあるまちづくりに邁進して

まいりますというふうに、こんなふうに
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おっしゃられてますように、今回、今ま

で振り返りますと、南千里丘のまちづく

りも本当に困難がいっぱいであったのを、

ここまでやってこれたというようなこと

も、またそれに続く阪急連続立体交差事

業も、もうここまでやってこれたという

ふうなこともありますし、そういう意味

では、あきらめたらいけないのかなと思っ

ているところでございます。

　千里丘西地区の再開発について、夢を

実現という思いでは、市長もおっしゃら

れてるように、最後まであきらめないで

やるという思いでやっていくべきではな

いかと思うんですが、そのことも含めて、

一度、副市長のほうから、長年にわたっ

て取り組んできました千里丘西地区再開

発ですけども、今の準備組合の動きも含

めて、一度その思いを語っていただきた

いと思います。

○木村勝彦委員長　三輪参事。

○三輪都市計画課参事　それでは、藤浦

議員の２回目の阪急京都線連続立体交差

事業に関してのご質問に対して答弁させ

ていただきます。

　内容といたしましては、費用便益につ

いてと、東日本大震災の影響を受けての

事業スケジュールの変更、遅れについて

と、あと、連立事業に関する本市が進め

る街路事業、費用負担等についての３点

に対してのご答弁をさせていただきます。

　まず、１つ目、２つ目の連立事業に係

ります費用便益についてと、変更が生じ

たスケジュールにつきましては、平成２

３年６月２日の本委員会でもご報告させ

ていただきましたが、費用便益に関しま

しては、平成２２年度、国費調査で大阪

府が費用便益の調査をされております。

それをもちまして、平成２３年３月末に

その結果の報告をいただいております。

それにつきまして、費用便益は２．９２

と高い数字が出ておりまして、非常に効

果のある事業と評価をされております。

　今後、平成２４年度の大阪府の事業評

価委員会に諮られ、総合的な評価がなさ

れると聞いております。評価の結果が出

次第、本委員会でご報告させていただく

予定となっております。

　事業スケジュールの遅れにつきまして

は、昨年の代表質問後に発生いたしまし

た東日本大震災の影響もございまして、

平成２３年の国の補助、予算配当が非常

に厳しい状態となっておりまして、そう

いった影響も受けまして、事業のほうが、

当初平成２３年度末には社会資本の位置

づけがなされるという当初の予定がござ

いましたが、平成２４年度に国に対して

新たに予算要望をしてまいるというスケ

ジュールに変更になっております。

　そして、阪急京都線連続立体交差事業

に関する本市が進める街路事業、費用負

担についてのご質問なんですが、本市で

進めます阪急京都線連続立体交差事業に

関連する街路事業といたしましては、坪

井味舌線は本市の関連する単独の街路事

業となりまして、これは国のほうから５

５％の補助をいただいて、市のほうが延

伸していくという流れとなっておりまし

て、側道部に関しましては、都市計画決

定は市で打ちますけれども、これは連立

関連といたしまして、国の補助をいただ

き、大阪府からも補助をいただき、進め

ていく事業となっております。これの費

用負担につきましては、阪急京都線連続

立体交差事業の平成２５年度以降の準備

期間に詳細の費用負担の割合を決定して

いく予定となっております。

　大阪府の中期計画案で、平成４２年度

までに道路投資をしていくというような

表現がなされておりますが、道路事業へ

の投資という中には連続立体交差事業も
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含まれた道路投資というような表現がな

されております。

○木村勝彦委員長　吉田次長。

○吉田都市整備部次長　それでは、私の

ほうが先、副市長の前に申しわけござい

ませんけども、事務方の話として、今の

状況だけご答弁申し上げたいと思います。

　千里丘西地区再開発の準備組合につき

ましては、昨年１０月に地権者、土地の

所有者、建物の所有者、全体で５３件ご

ざいまして、そこにアンケートを行いま

した。具体的な事業メニューを出すアン

ケートではなく、相当、前のアンケート

からもう日もたっておりますので、もう

一度その再開発に対する意思を確認しよ

うじゃないかということを踏まえて、ア

ンケートを実施してまいりました。その

中で、全体で５３件おられますので、全

部配布して、その中で８割以上の方から

ご回答をいただいたというような結果が

出ております。その中でまちに対する問

題といたしましては、まちに活気がなく、

車、自転車、歩行者が非常に混雑してい

て危ない、安全性が問題であるというこ

とも提起されてまいっております。ただ、

まちづくりに関しての意向といたしまし

ては６割の方が再開発なりまちづくりを

進めてほしいというご意向もいただいて

おります。その中で、今後、準備組合と

しての反省といたしましては、やっぱり

ＰＲがちょっと足りなかったということ

を踏まえて、今後はＰＲも踏まえて周知

を高めながら、意識を上げてもらおうか

ということにも取り組んでいくと、平成

２４年度も考えております。

　ただ、今後、先ほども言いましたよう

に、大口の地権者のご意向も一応アンケー

トとしてはいただいております。お持ち

して書いていただいておりますけど、や

はり反応としては、今日までの反応とよ

く似た反応は出てますけども、ただ今後

は再開発だけじゃなしに、ほかの手法も

含めてまして、幅広く検討しようじゃな

いかということになっておりますけども、

今でも月に１回、もしくは２回の役員会

を開いていただいておりますので、先ほ

ども答弁がありましたように、これが最

後だというのが非常に気持ちを持ってお

られるというのが、ひしひしと我々事務

局方としても感じておりますし、やはり

この時期を逃すと、我々も高齢化してき

た、次世代に任すしかないというご意見

もいただいております。だから旬を逃が

さない形で、何とか役員のほうも頑張っ

ていただいてますので、我々も一緒に並

行していきたいなというふうに思ってお

ります。

○木村勝彦委員長　次長のから報告があっ

て、新たな動きとしてはアンケート調査

をされているということだけども、市と

しても今年度、目新しい予算を計上する

ということにもなっていませんし、その

辺のことを踏まえて、現状について答弁

をお願いします。

　小野副市長。

○小野副市長　千里丘西地区については、

再開発事業ということで長年議論してま

いりました。それでも状況は何も変わっ

ておりません。大口地権者から組合施工

では無理で、市の施工でやるべきだと、

これしか道はないと何回も言われ続けて

まいりました。

　しかしながら、完全に撤退するという

こともおっしゃらない中で、まだ意欲を

持っておられる中で組合を押しのけて、

市が乗り出すということになれば、財源

の問題にしても、地権者の意向にも沿え

ませんので、非常に難しいところである

のは間違いありません。補助金等を得よ

うとするならば、一定の再開発事業をし
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なければならないということは間違いあ

りません。市が考えなければならないと

思っているのは、このままの状況でいい

のかどうかということです。吹田市域か

らどんどん人がおりてこられている状況

の中で、朝夕は非常に混雑した状況になっ

ています。いつ事故が起こってもおかし

くないような状況ですから、そこへ吹田

市域の開発が一気にこちらへ下ってくる

ということも考えながら、何とか道路整

備と、再開発を結びつける方法はないの

かどうか考えております。もし、再開発

が大口地権者の反対によって無理と、私

権制限も無理というようなことで動けな

いとなれば、次の形はどうするかという

ことも考えた上で、再開発できないから、

もうこのままで置いておくということに

はなりません。それと、地権者の方で期

待しておられたのは、千里丘ガードが開

通すれば、何とか動いてくれるのではな

いかという期待を持っておられたんです

が、今のところさしたる進展はございま

せん。それからもう一つは吹田操車場跡

地のまちづくりとの関係で、そのことを

考えながら、市もそれほどの財源があり

ませんから、再開発事業で組合がそれで

いけるのかどうかということもあります

し、市の施工になりますと、これはもう

とてもではないですけど、財源的にはも

つわけがなかろうというふうに思います。

　それと道路整備の問題がございます。

千里丘中央病院のところの道路は吹田市

民の方も多く通ってこられるんですけど、

これらも吹田市と話をしたことがあるん

です。あの道路、本当にどうするのかと、

具体的にいろいろ話をしております。そ

ういうことも行いながら、再開発事業と

安全な駅前の整備の２つをどういうふう

に整理できるか、ここの道路整備に幾ら

かかるのかと、これは数字として持って

おかないといけないと思ってるんです。

それを持った上で、この再開発事業に行

けないタイムラグがあるんだったら、ほ

かの事業メニューで出てくるものがある

のか、その辺のことの中身を含めながら、

いま一度、整理ができるものは整理をし

てみたいなというように考えているとこ

ろでございます。

○木村勝彦委員長　藤浦委員。

○藤浦雅彦委員　最後にさせていただき

ますが、先ほどの連続立体交差事業につ

いて、いろいろ整理していただきまして、

よく理解したところでございます。

　今後の進め方についても、しっかりと

進めていかないといけないということに

なりますし、また、当面はこのパブリッ

クコメントをしながらということでござ

いますので、特に地域の声をしっかり生

かせるように仕組みを考えていただきた

いなと思っております。先ほど来の議論

もありましたけども、南千里丘のときは

やっぱり賛成の方もおられるし、反対の

方もおられるしということで、最初は反

対の方が乗り込んでこられて、各テーブ

ルごとに配置をされたりして、最初の３

回ぐらいは私も参加してましたけども、

その議論ばかりになりまして、ともすれ

ば地域の人たちの意見がなかなか出せな

いような、そんな空気にもなっていまし

たし、だから少なくとも満遍なく、そう

いう方々の意見が、特にそこに携わって

長くこれから行かれる地元の地域の方に

ついても、意見はしっかりと反映できる

ような形をとりながら、しっかり進めて

いただきたいということをお願いしてお

きたいと思います。

　必要性については、年に何回か、どこ

かの踏切でポイントが故障したり何かが

あると、過密ダイヤで詰まって動かなく

なって、遮断機がおりたままになること
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があるんです。年に二、三回あると思い

ますけども、そういうのを経験しますと、

本当に大渋滞になるし、人も渡れないな

いということになって、朝とか夕方によ

くなるんです。そういうときは鉄道に分

断された町だなということを、実感をさ

れてると思いますけど、一日も早く、こ

の阪急京都線連続立体交差事業について

は進めていただきたいということをお願

いしておきたいと思います。これは要望

としておきます。

　それから、先ほどの千里丘西地区の再

開発については、地元の動き、それから

副市長の思いを言っていただきまして、

これは本当に進めていかなければならな

い、そういう事業であると思いますし、

先ほども何回も言いましたが、夢を実現

するということで、諦めたらあかんなと

いう思いは大事にしていかないといけな

いと、今までも、南千里丘のまちづくり

も長年かかったけども、ここまで実現で

きたということも、粘り強い活動の取り

組みがあったからだと思いますし、何と

か解決に向けて、これから一丸となって

取り組んでいただきたいということをお

願いをして質問を終わります。

○木村勝彦委員長　三好委員。

○三好義治委員　吹田操車場跡地まちづ

くりについては藤浦委員からも深く質問

があったんですが、私もそれに関連して

気になる点を質問していきたいと思いま

す。

　今のご答弁にもありましたように、２

月８日に吹田市がプレゼンテーションを

行われました。今も質問もありましたよ

うに、吹田市のプレゼンテーションの中

で、摂津市域における中で、正雀下水処

理場、並びに事業用地という中で、摂津

市域内のことをプレゼンテーション資料

中に記載をされております。この点につ

いては、藤浦委員からも質問がありまし

たが、気になるのが、正雀下水処理場の、

医療クラスターという位置づけをされた

中での４．５ヘクタール、そのうち０．

３ヘクタールはクリーンセンター用地で

ございまして、正雀下水処理場４．２ヘ

クタールの底地、いわゆる権利者は、吹

田市でございます。事業用地の用途につ

きましては、医療クラスターという位置

づけを吹田市はされております。この３

ヘクタールのうちにＵＲ都市機構の権利

地もあります。この点について、まず確

認をしたいんですが、そうなりますと、

地権者が吹田市とＵＲ都市機構であって、

この点について気になるのが、勝手に吹

田市が国立循環器病研究センターに土地

を売却、もしくは借地契約をなされた場

合、さらにＵＲ都市機構が国立循環器病

研究センターに勝手に土地を売ったりさ

れた場合、摂津市としてどういう手段が

講じられるのかというのが気になりまし

て、その中でＵＲ都市機構に対して、我々

摂津市としては、その行為を行う前に、

摂津市に対して、まず十分な配慮をする

べきだというふうに感じております。こ

の点について伺いたいというふうに思い

ますので、明解な回答をいただきたいと

思います。

　それから、阪急京都線連続立体交差事

業で、今もこの点についても話がありま

した、パブリックコメントを今現在打っ

ているということの中で、先ほどの策定

スケジュールも伺いましたが、ここで大

事なのが、本来、平成２３年度に認可を

していただかなければならなかった社会

資本整備事業の動きなんですが、これが

東日本大震災の影響で遅れているという

ことです。その当時はパブリックコメン

トを打つ予定は、伺ってなかったんです

が、現在はパブリックコメントを打って
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いると、この意図は何だろうかというの

が気になっておりまして、阪急京都線の

摂津市庄屋から茨木市丑寅までは、平成

２３年度から平成３２年度で着手という

事業状況になっています。これを見ます

と、非常に優位に立っているというふう

に認識もしてますけど、その辺の一連の

関連がわかれば教えていただきたいのと、

平成３３年度から平成４２年度について

は、連立事業として枚方市・寝屋川市・

摂津市は完成というようなパブリックコ

メントを打たれております。こういった

全体的なことについて、共通認識に立ち

たいと思いますので、詳しくお知らせい

ただきたいというように思います。

　次に、南千里丘まちづくり事業につき

ましては、継続費も今年度、平成２３年

度で終了されたということで、ただ、公

的なインフラ整備がすべて終了されたん

ですが、いよいよこのＢ街区におきまし

て、平成２４年度から平成２６年度にか

けて、３５階建てのマンションが建設さ

れる予定になっております。この分譲住

宅ではもともと５８６戸が４７０戸に変

更になりまして、それも４３階建てが３

５階になったということでした。これは

民間マンションですから、答えられる範

囲でいいんですが、このマンションが建

設されるとなると、保育事情が相当変わっ

てくると思います。ですから、南千里丘

のまプロジェクトが残ってる間に、事業

者に対しまして、まちづくりに協力依頼

とともに、そういった保育事情、並びに

インフラ整備について、どのような要望

をされているのか、もしここでご答弁い

ただけるのだったらいただきたいと思い

ます。

○木村勝彦委員長　磯崎参事。

○磯崎都市計画課参事　それでは、吹田

操車場に関しまして、三好委員の質問に

ご答弁申し上げます。

　吹田市が国立循環器病研究センターの

誘致に関してプレゼンテーションを行っ

た内容の中に、本市域の処理場跡地、こ

れはクリーンセンター用地を含めまして

４．５ヘクタールと、大きなブロックの

３ヘクタールの土地を事業用地というこ

とで表現されております。

　まず、本市が平成２０年度に１４億円

で土地を鉄道機構から購入しております。

この土地につきましては、昨年１１月に

一部を除きまして、仮換地指定通知を施

行者都市再生機構から受け取りまして、

本市は７、８、９、この３つの街区に換

地を受ける予定でございます。このうち

７街区と言いますのが、プレゼンテーショ

ンで事業用地という表現をされている土

地でございまして、この土地につきまし

ては、本市、摂津市の土地が約１．２ヘ

クタール、残りがＵＲ都市機構と、厳密

に言いますと、若干の保留地とＪＲ貨物、

この３者が土地を共有で所有していると

いう状況になっております。この７街区

は３ヘクタールという大きなスーパーブ

ロックでございますが、吹田操車場跡地

まちづくり基本計画に基づきまして、一

体的な土地利用を図るということで、ば

らばらな開発をしないように、現在、土

地の処分の方法であったり、時期等をきっ

ちり協議して定めていきましょうという

ような内容の文書を締結する方向で調整

をしておりまして、早々に締結をするよ

うな状況でございます。

　また、処理場跡地につきましては、委

員のご指摘のように、その大半が吹田市

の所有地でございますが、現状として、

処理場として機能しているということで、

これが土地計画法上の都市施設として位

置づけられているということで、例えば

用途地域の変更であったり、地区計画な
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どの法的な制限が今現在は行えない状況

でございます。しかし、具体的な機能停

止の時期が明確になって、吹田市のほう

での都市計画の手続が明確になりました

ら、それに合わせまして、本市にも用途

地域の変更であったり地区計画の指定な

どを行うことによって、本市が考えてお

りますまちづくりを目指せるような、法

的な制限もかけていくということで、摂

津市が主導権を持ちながら、まちづくり

を進めてまいりたいというふうに考えて

おります。

○木村勝彦委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　三好委員の南千里

丘のマンションについてのご質問なんで

すがＢ街区で今度、平成２４年度から平

成２６年度にかけて３５階建てのマンショ

ンを計画されております。４７０戸で建

てられると聞いておりますが、それに伴

う保育施設が不足することが予想されま

す。保育施設について考えられないかと

いうことでありますが、現在、Ａ街区と

民間マンションについては、保育施設が

ございます。ただ、これについては無認

可で設置されておると伺っております。

　Ｂ街区につきましては、今のところ具

体的に計画は聞いておりません。

○木村勝彦委員長　吉田次長。

○吉田都市整備部次長　それでは、私の

ほうから連続立体交差事業の件について、

今現在、大阪府で進められておられます

中期計画のパブリックコメントにかかわ

る話でございますけども、今現在、大阪

府におかれましては、この策定のスケジュー

ルということで示されておりますのが、

２月の初めに、府議会の政調会のほうに

概要説明された経緯がございます。その

後、２月６日から１０日にかけまして、

府議会のほうに今度は計画の詳細を説明

されてきたという流れがございます。さ

らに、同月の１３日から１７日に、今度、

各土木事務所の分で所管する市町村の関

係する所管の市町村を呼んで説明会があっ

たという流れです。ただ、この段階でも

中期計画はたたき台というような位置づ

けしかございませんでした。その後、２

月２０日から、今の３月２４日をかけて、

今、市民の方、府民の方々のご意見を聞

くためのパブリックコメントがなされて

おるという流れになっております。

　委員ご指摘のように、やはり社会資本

の総合整備計画の位置づけでございます

けども、これが位置づけられたら国費が

受けられるという話になります。ただ、

中期計画と申しますのがご承知のとおり、

大阪府の方針でございます。この方針が

示されないと、国にも動けなかったりと

いうの現状でありまして、我々聞いてま

したんは、もっと早く、中期計画を示さ

れるであろうというふうに我々は認識し

てたんですが、示すためには、これが今

道路のインフラにかかわる中期計画でご

ざいます。ということは、ほかの例えば

連続立体交差事業に関しましても御承知

のとおり東日本大震災がございまして、

補助金が６割カットだというような通告

なり通達があって、動けません。中期計

画を組みようがない。全体的に影響が出

ておりましたんで、中期計画が組めない

状態でとまっていたという情報が流れて

おりました。ただ、国のほうも昨年末に

事業中のものについては９割方まで補助

金は出そうというような動きがございま

して、それをもって、今回最終的な動き

に入ったんであろうと考えています。

　それともう１点、聞いておりますのが、

知事が変わられるということもある程度

影響したのかなというふうに、我々は認

識をいたしております。

　次に、今後の流れ。今後どのような形
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で府は動いてくるのかということで、先

ほど着手ということでご意見いただきま

したけども、実際示されておりますのは、

平成２３年度から平成３２年度の間に摂

津市は連続立体交差事業に着手をしてい

くということでございます。通常、社会

資本整備事業として採択されましたら、

行政手続、都市計画手続、事業認可手続

等を踏まえて、大体４年から５年はかか

るというふうに言われております。だか

ら平成２４年度になりますと、平成２９

年度ぐらいが、めどかなというふうに思っ

ております。それから事業認可をいただ

きましたら、当然ながら用地買収に入っ

ていくという流れです。府の目標といた

しましては、平成３３年度から平成４２

年度の間に完了したいというのが事業者

である大阪府の考え方になっております。

○木村勝彦委員長　三好委員。

○三好義治委員　吹田操車場跡地まちづ

くりについて２回目の質問を行いますけ

ども、今、質問を受けた中では、事業用

地で保留地の部分でＵＲ都市機構が所有

している１．８ヘクタール、ＪＲ貨物が

持ってる土地と摂津市の分については、

開発をやる場合には協議を行いたいとい

う取り決めを行っていくというご説明で

したけども、私は今言っているように、

ＵＲ都市機構の動き次第によっては、摂

津市の市域において用途地域が決められ

てる中で、ＵＲ都市機構が国立循環器病

研究センターに土地を売却した場合に、

果たして摂津市は制限をかけられるんか

なと、いうことが非常に気になるわけで

す。その場合、摂津市として今考えなけ

ればならないのは、ＵＲ都市機構に対し

て、開発をやる場合においては摂津市の

同意なしで売却することはままならない

というぐらいの強い決意の中でする必要

があると思うんです。副市長にお聞きし

ます。

　さらに、その用途地域の変更とあわせ

て、地区指定を摂津市として動いておく

必要があるのではないかなというふうに

思ってますので、この地区指定の考え方

についてもお聞かせいただきたいと思い

ます。

　正雀下水処理場の４．２ヘクタールの

部分についての用途地域は、準工業地帯、

準工地域というふうに伺っております。

この場合ですと、医療クラスターが摂津

市の了解なくしてでも、吹田市が国立循

環器病研究センターに土地を売却、もし

くは借地契約をした場合に、医療クラス

ターが入ってくる可能性があります。そ

うなると、摂津市が、都市計画決定は我々

摂津市の最終手段だというような話をし

てましたけど、都市計画決定は、大阪府

がやるものであって、摂津市は申請はし

ますけど、最終許可をもらえるのは大阪

府なんで、それの部分の中で摂津市は、

そこを用途地域を変更しますと言って、

それが可能なのかという部分が非常に気

になるわけなんです。それがないと、そ

れこそ摂津市の市域の中で、他市が勝手

に自分ところのまちと同じように開発を

してくると。だからこの歯どめを今のう

ちにやらなければならない。

　もちろん、この動きについては、我々

のクリーンセンター問題を吹田市に片づ

けてもらうように要請もかけてますけど

も、この市域の中における今のＵＲ都市

機構の保留地分、ＪＲ貨物が持っておる

土地、そ吹田市が持ってる土地、主導権

は摂津市が持っておかなければならない

ということです。だから国立循環器病研

究センターが来た場合の今のまちづくり

の考えと、当初摂津市が考えてた国立循

環器病研究センターなしの場合の居住地

域と公園という部分ですね、これをいつ
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選択していくかというのが問題なんです。

だからその点について、先ほどから聞い

てるＵＲ都市機構との連携とか、市内に

おける用途地域地区決定、こういったこ

とについての考え方について、お聞かせ

いただきたいと思っています。

　阪急京都線連続立体交差事業について

は先ほども言いましたように、社会資本

整備事業の認可を待って、この動向がこ

としの予算にも計上されてますけど、ど

うなるかようわからないんで、これにつ

いては動きがあればまた報告いただきた

いということで、我々もパブリックコメ

ントは注視して見ておきます。

　それと、南千里丘の開発についてがＡ

街区のほうでの無認可保育施設は、満杯

であふれてるんです。せっつ保育園と正

雀保育所も、今、ゼロ歳児から２歳児ま

での待機園児というのが相当数いてるん

です。ですからここに４００数十戸のマ

ンション建設がなされますと、そこらが

一挙にまた増えてきます。ですから今の

うちにマンションの建設事業者に対して、

そういったところも考慮をしていただく

ような配慮を、市として言っていけるの

かどうかという質問なんです。ですから、

今、マンションの計画図面が仮にできた

とったとしても、やはりそこに住まわれ

る方々の保育事情も含めて、摂津市とし

て要請が可能かどうか、こういったこと

を聞いておるんです。Ａ街区は満杯なの

は十分わかってます。あの地域は今、保

育事情として困ってるんです。そういっ

たことを伺ってますので、答弁できる範

囲で結構です。万が一、答弁できなかっ

たらそういったことを考えてもらい、要

請してもらいたいということで、要望で

とどめます。

○木村勝彦委員長　吉田次長。

○吉田都市整備部次長　それでは最後の

分で、民間の開発に係る分でございます

けども、その部分につきましては、ご指

摘のとおり満杯ということで、我々も聞

き及んでおります。ただ逆に、今度４７

０戸が来るということになりますと、当

然ファミリー層が主でございますので、

そうなってくると、その実態、状況とい

うのが、非常に販売上の影響にもなろう

かというふうに、我々思っておりますの

で、ご指摘のとおり我々において、開発

事業者の状況を説明してくることによっ

て、保育施設に入れない事態も発生する

かもしれないということを言いながら、

若干考えるべき問題があるというような

ことを、申し入れたいと思っております。

　それから、吹田市の動きの中で、我々

担当のほうの考え方として言わせていた

だきましたら、主導権は市が握るべきで、

摂津市域である限りは、摂津市の行政主

導形でやるべきだというご指摘だと思い

ますけども、我々とすれば、言葉だけで

は非常に難しいというのが現実でござい

ますので、やはりその中で、どういう行

政手続が一番適当なのかということを考

えております。やはり用途地域ですと大

阪府の関与が入ってきますけども、委員

もご指摘のとおり、地区計画になります

と、市決定の部分で市の主導権というの

が働いてまいります。その中で例えば用

途の、使用される土地利用の制限なり、

緑化のスペースなり、そのあたりを今後

地区のイメージを持ちながらやっていき

たいと思いますが、ただ、先ほどもあり

ましたように、国立循環器病研究センター

が、どのような形で動いておるのか。つ

まり、この吹田操車場跡地に来るのか来

ないのか、それによっては、周辺の土地

利用に影響が相当出てこようかと思いま

す。やはり国立循環器病研究センターが

来るということはその関係の苦しさも含
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めまして影響ありますので、今現在それ

を書き込んでしまうと、なかなか影響が

ありますのでそのあたりの動きをにらみ

ながら、地区計画の区域、地区計画とし

ての区域は定めてますけど、中身はまだ

定めておりませんので、今後そのあたり

を具体的に。国立循環器病研究センター

なり、正雀下水処理場なりの動きを見て、

摂津市が主導権をどういうふうに取れる

のか、これは大きな課題として検討すべ

き、また手当すべき内容かなと、我々担

当としては思っております。

○木村勝彦委員長　小山部長

○小山都市整備部長　吹田操車場跡地ま

ちづくりにおける、摂津市の土地につい

ての質問でございます。ＵＲ都市機構と

摂津市が所有しております７街区の３ヘ

クタールの土地の扱いなんですけども、

今まだはっきりと国立循環器病研究セン

ターが岸辺駅前に来るということは確定

しておりませんが、そういう状況の中で

区画整理事業の進め方について、６者会

議と申しまして、事業者ばかり６者集まっ

た会議がございます。大阪府、摂津市、

吹田市、鉄道機構、ＵＲ都市機構、ＪＲ

貨物、の６者が集まった中での会議の中

で、保留地の処分についての議論も出て

ます。その中では、仮に国立循環器病研

究センターが来れば、特定譲渡という話

も出ております。　その特定譲渡という

のはどういうことかというと、要するに

競争しない、特定して国立循環器病研究

センターに売却するとなりますと、競争

の原理が働きませんので保留地価格が下

がる可能性がございます。そうなります

と、区画整理事業全体の事業費が生み出

されないパターンが出てきますので、そ

の辺が一番気になるところです。保留地

価格に追随し、駅から離れていく摂津市

とＵＲ都市機構の持ってる土地の価格に

も影響されるのではないだろうかという

ことも懸念されます。そうなると摂津市

として予定してる価格でなかなか売れな

い状況も出てくる可能性がございますの

で、その辺をＵＲ都市機構が先に売却さ

れないように、摂津市とＵＲ都市機構と

で同時に開発しましょうという申し入れ

を行っております。それにつきまして、

もう近々文書を交わしていきたいという

ことで、今事業を進めているところでご

ざいます。

○木村勝彦委員長　三好委員。

○三好義治委員　国立循環器病研究セン

ターには、箕面市もプレゼンテーション

を行っていますし、この吹田市もやって

おります。動向を見きわめていかなけれ

ばならないんですが、平成２４年度の早

い時期に、この動きは確実に決定されて

くると、私は市として触れてはならない

のは、国立循環器病研究センターはぜひ

とも来ていただきたいという意志ではな

しに、クリーンセンタ－問題を、吹田市
と協議をしながら片づけていただける中

で、国立循環器病研究センターが来るな

らば、摂津市は協力してもいいよと、こ

のことは掲示していかなければならない

し、もう一つは、今やっとかなければな

らないのは、仮に国立循環器病研究セン

ターが来た場合に、摂津市域内において

摂津市の同意なしに、医療クラスターを

誘致するとかいうのはまかり通らんなと、

だからその分については、今できてる用

途地域指定なり、こういった準備もして

いただきながら、また改めて駅前等再開

発特別委員会の中で用途地域指定をした

場合にはどうなるか、それをしない場合

にはどうなるかという事前の説明もして

いただけたらありがたいと思っておりま

す。

　もう一回確認しますが、保留地の３ヘ
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クタールの中の摂津市とＵＲ都市機構と

の関係を協議はしてきたけど、協定は結

んでるんですか。この協定がなければ譲

渡をされると摂津市は口を挟む余地なし

で、国立循環器病研究センターはそこに

来てしまいますと、だから譲渡も含めて、

売却も含めて、摂津市の同意なくしてＵ

Ｒ都市機構は動いてはならないというよ

うな締結を結ぶ必要があると思うんです。

だからその辺の考えについてお答えいた

だきたと思います。これは緊急を要する

課題というふうに思うんです。そうでな

いとプレゼンテーションで決定をすると、

このままどんどん踏み込んで来られる可

能性があるんです。摂津市域だけど地権

者は吹田市であり、ＵＲ都市機構ですか

ら。だからこの点について締結する必要

が私はあると思うんですが、行政として

どう判断されてますか。

○木村勝彦委員長　小山部長

○小山都市整備部長　今のご質問ですけ

れども、保留地の売却につきましては、

区画整理施行者であるＵＲ都市機構が保

留地を売却されます。それともう一つは、

ＵＲ都市機構が持っている宅地と、摂津

市が持ってる宅地の売却については、権

利者としてのＵＲ都市機構と摂津市が協

定を結ぶ準備をしています。できれば４

月入った早々にはその協定を結んでいき

たいと考えておりますその中で保留地に

国立循環器病研究センターが来たときは、

保留地の売却については区画整理施行者

のＵＲ都市機構が国立循環器病研究セン

ターに対して土地を売ります。ＵＲ都市

機構が個人権利者として持っている宅地

と、摂津市の土地はどこに売るかまだ決

まっておりません。それを今後国立循環

器病研究センターが来た場合、その関連

する企業に売却するのか、またほかの企

業に売却するのかというのは、これを権

利者のＵＲ都市機構と摂津市と協定を結

んで売却という方法を検討するというこ

とで協議が進んでおりまして、もう近々

締結していきたいという状況です。その

内容がほぼまとまりましたら、また委員

会でもご説明させていただきたいと思っ

ています。

○木村勝彦委員長　小野副市長。

○小野副市長　三好委員の質疑に対しま

して、今日までの時点で私が考えている

進め方を申し上げたいと思います。

　２回目の国立循環器病研究センター建

替整備構想検討委員会が２月８日に行わ

れ、吹田市がプレゼンテーションを行い

ました。吹田市に対しては、摂津市はあ

くまでも協力者ですよと、国立循環器病

研究センターが来るのは大賛成ですが、

あくまでも吹田市域に来るものでありま

す。ただ、摂津市にとってもいいものだ

から、基本的には協力したいという思い

はあるということ

　そういう事で、３回目の国立循環器病

研究センター建替整備構想検討委員会が

３月６日に行われてます。彩都になるの

か、繊維団地になるのか、はたまた吹田

操車場跡地か。吹田市のプレゼンテーショ

ンの資料を見てますと、例えば４ページ

には、摂津市の部分は都市型居住ゾーン

と書いてあります。８ページでは事業用

地と書いてあるんです。この使い分けが

あります。

　それから、２月８日の検討委員会で指

摘があった事項について、吹田市長名で

出されています。追加資料として出され

てる中に、国立循環器病研究センターの

横の吹田市民病院のところに、「研究者

や患者家族の宿泊施設など」という記載

が出てきたんです。吹田市域の２．７ヘ

クタールのところに書いてあります。と

いうことは、摂津市域の３ヘクタールの

－40－



事業用地は使わないようにも聞こえるん

です。

　もう一つありますのは、南千里岸部線

の平成２８年完成は、正雀下水処理場の

市道のところの、私どもの摂津市域のと

ころまでの道路認定の議案がこの３月に

出されていると聞いております。そこに

書いてあるのは、吹田市正雀下水処理場

を平成２５年度中に廃止するものと書い

てあります。そして平成２６年度末まで

に有効活用地として更地化しますと、こ

う書かれています。この中身は我々も見

ております。お互いの利益に合う部分と

合わない部分がありますから、私が思っ

ていますのは、三好委員が言われたよう

に、摂津市が想定すべきものについて、

土木下水道部と都市整備部を呼んで、こ

れから見えてくるものは何かと、政策の

目的は何だということを検討しておかな

ければならないというのが１つです。

　さらに、この吹田市正雀下水処理場の

４．５ヘクタールの土地について以前に

吹田市の副市長と話した時に、４．５ヘ

クタールの土地のうち摂津市が０．３ヘ

クタールと、別に三角地で０．３８ヘク

タールもっており、全体で４．８８ヘク

タールとすると、摂津市内に医療クラス

ターが来る場合には、約４．９ヘクター

ルのうちの０．７ヘクタールになると私

は聞いてるんです。吹田市の副市長とし

てはお互いの地元企業に対して、吹田市

も呼びかけて、摂津市も呼びかけて、そ

して希望があって、それが五分五分になっ

たとしてもそれはそれでいいということ

を言うてるんです。しかし現実に動いて

きたときに、ここの４．５ヘクタールの

土地に厚生労働省、国立循環器病研究セ

ンターの関係の企業も入ってくるだろう

と思います。もし、摂津市の企業から意

向があって、吹田市からもあって満杯に

なったらこれを調整するという問題、こ

の医療クラスターの問題も摂津市内で呼

びかけたときに、どうなるかということ

を予測して、これだけ大きな開発ですか

ら、後でそんなはずではなかったという

ことがないようにということがこの中に

も見えてまいります。もし国立循環器病

研究センターの移転がそれで決まったら、

そういう危惧をするところです。単に移

転するだけではありません。道路１つに

したって、何にしたって、いろんな問題

を抱えてます。言われるとおりでござい

ますので、それは国立循環器病研究セン

ターの移転決定の折に、国立循環器病研

究センターの意向内容が決まったら我々

が考えなければならないものであり、国

立循環器病研究センターの意向に対する

取り組み手段の中身を一度整理をして、

駅前等再開発特別委員会にも報告をさせ

てもらわなければならないものでありま

す。お互いに共通の基盤の上でお願いし

たいと思っているとおりでございます。

○木村勝彦委員長　三好委員。

○三好義治委員　副市長から今後の動き

についてございましたし、部長からもＵ

Ｒ都市機構との提携も近々に締結してい

くという力強い言葉もいただきましたけ

ども、もう一点だけ気になるのが、正雀

下水処理場は吹田市が権利者としていて

ます。仮に医療クラスターが来る場合で

も、国立循環器病研究センターに売却し

て、国立循環器病研究センターが誘致を

するとなったりとかいうことや、病院関

係が底地を持っとくと、固定資産税の関

係があって、摂津市には恩恵がないわけ

です。ですから、そういうシミュレーショ

ンをしていただいたら、仮に国立循環器

病研究センターが来たときに、無償譲渡

やと言われてもそれはやっぱり病院関係

ですから、摂津市域にあっても固定資産
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税は全く入らないというところの中で、

民民として受けていただけるような仕様

の場合ですと、摂津市に対しては一方で

は税だけを考えると恩恵があります。

　後、利便性を考えたときのこととか、

今、副市長が今後考えていただくと言っ

てるので、予断な話になりましたけど、

そういったことを要望して、質問を終わ

ります。

○木村勝彦委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午後２時２４分　休憩）

（午後２時２６分　再開）

○木村勝彦委員長　再開いたします。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○木村勝彦委員長　討論なしと認め、採

決いたします。

　議案第１号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○木村勝彦委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

いたしました。

　議案第９号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○木村勝彦委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　これで、本委員会を閉会します。

（午後２時２７分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　駅前等再開発特別委員長

　　　　　　　　　　　木　村　勝　彦

　駅前等再開発特別委員

　　　　　　　　　　　渡 辺 慎 吾

－42－


